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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（植木弘行君） 散会前に引き続き本日の会

議を開きます。 

  ただいまの出席議員は31名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（植木弘行君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の取り消し 

○議長（植木弘行君） ここで、30番、金子哲也君

から発言があります。 

  30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 第３回那須塩原市議会定

例会の第３日目に行われました私の一般質問の中

の第２番目の環境問題で、(2)の東武商事の拡張

計画用地の農地転用に関する農業委員会の転用許

可と考え方についての再質問の中で、不適切な発

言があったために発言を取り消したいので、議会

において許可されますように、市議会会議規則第

65条の規定により申し出ます。 

  なお、取り消し部分は○○○○の部分でありま

す。 

  よろしくお願いします。 

○議長（植木弘行君） ただいま30番、金子哲也君

から発言の取り消しの申し出がありました。お諮

りいたします。 

  これを許可することでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  よって、発言の取り消しを許可いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（植木弘行君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 松 原   勇 君 

○議長（植木弘行君） 初めに、31番、松原勇君。 

〔３１番 松原 勇君登壇〕 

○３１番（松原 勇君） おはようございます。31

番、松原勇でございます。 

  きょうは一般質問２問について行わせていただ

きます。 

  近年のニュースを見ると、殺人事件が頻繁に起

こり、しかも凶悪な事件であります。親が子供を

殺す、子供が親を殺害する。また、プライベート

ルームに忍び込み残虐な殺人行為をするなど、人

の命の尊さを全く無視した残忍な行為でまことに

残念な思いであります。 

  終戦後のあの混乱の時代でさえ、お互いに助け

合い励ましあって生きてきたのに、生きるのに精

いっぱいの努力をしていたところでありました。

殺人事件などは極めて少なかったと記憶しており

ます。自由気ままに生きられるこの豊かな社会環

境がこのような残忍な行為を起こす軽率な人間を

つくってしまったのでしょうか。 

  先ごろの新聞報道によりますと、県内で自殺者

が９年連続で年間500人台で推移しているという

ことでもあります。一度しかないこの人生、１つ
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しかないこの命を大切に守り、人生の価値観を高

めて有意義な人生としたいものと願うところであ

ります。人を思いやる心、相手の立場になって物

事を考える人間、そんな心豊かな人づくりのため

に道徳教育は最も重要な基本であると信じるとこ

ろであります。 

  昔、教育勅語に次のような言葉があったことを

思い出すのであります。「爾臣民、父母ニ孝ニ兄

弟ニ友ニ夫婦相和シ、朋友相信シ、恭瞼己レヲ持

シ、博愛衆ニ及ホシ、學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能

ヲ啓發シ、徳器ヲ成就シ、進テ公益ヲ廣メ」と続

くのでありますが、いつの時代にも共通した人間

の道であります。本市の教育の基本姿勢として道

徳教育を推進してほしいと願うところであります。 

  それでは、一般質問に入ります。 

  まず１問目は、遊休固定資産の有効活用につい

てでございます。 

  １つといたしまして、事業残地や未処分保留地

等を含め市が所有する未利用地の件数及び面積に

ついて伺います。 

  ２つ目といたしまして、地域振興につながる未

利用地の活用方策について伺います。 

  ３つといたしまして、活用目的が不明確な遊休

資産の処分をし財政健全化のために有効活用を図

るべきかと思いますが、これについてもお伺いを

するものであります。 

  ４つ目といたしまして、市が有効活用の可能性

のない物件については、隣接地主に売却処分と思

うがいかがでございましょうか、お伺いをいたし

ます。 

  ５つ目といたしまして、地籍調査等で発覚した、

また存在していた青地、赤道などを隣接地主に払

い下げをする手続などの手助けは考えられないで

しょうか。 

  この５点についてお伺いをするものであります。 

  次に、中高一貫校は国、公、市立を合わせて平

成18年度21校ふえて全国で197校となり、さらに

2007年度以降には41校の開校が予定されていると、

文部科学省の発表がありました。全国的に中高一

貫教育校への関心が高まっていることを示してい

るものであります。 

  そこで、２問目に入ります。 

  県北中高一貫教育校の実現についてであります。 

  １つ、県立初の中高一貫教育校がことし宇都宮

東高付属中で開校し、来年４月佐野高付属中が開

校となります。 

  中高一貫教育校で学ぶ意欲が高まっているこの

動向についてどう受けとめているのか、お伺いを

いたします。 

  ２つ目といたしまして、中高一貫教育校の通学

区域が県内全域となることから交通の利便性、ま

た地理的条件は重要な要素であります。 

  したがって、県北地区で最適の条件を備えてい

る高校はどこかについて伺います。 

  ３つ目といたしまして、時代の趨勢から教育に

関する機運が非常に高まっているこのとき、ぜひ

とも県北に中高一貫教育校を実現するために、県

に対して積極的に働きかけてはと思いますがいか

がでしょうか、お伺いをいたします。 

  １回目の質問を終わります。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） おはようございます。 

  31番、松原勇議員の市政一般質問にお答えをい

たします。 

  私からは１の遊休固定資産の有効活用について

お答えをいたします。 

  質問内容は、1)から5)までありますけれども、
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関連がありますので、一括してお答えをいたしま

す。 

  事業残地や未処分保留地等を含めた市の保有す

る未利用地につきましては、18年度末で276件、

39.75haであります。 

  主な未利用地の実態といたしましては、旧学校

林や団地造成の代替地など面積的には広範囲なも

のから、道路整備等における事業残地のように比

較的小規模なものまで多様な内容となっておりま

す。 

  地方財政法において、「地方公共団体の財産は

その所有の目的に応じて最も効率的に運用しなけ

ればならない」という基本原則が示されており、

市といたしましても、平成18年度から財産管理シ

ステムを導入し、土地情報のデータベース化や未

利用地の実態把握を行っているところであります。 

  今年度はこれらをもとに、特に将来的にも利用

目的がない未利用地につきましては、売却処分を

基本とした計画的な財産管理と財源の確保を図っ

ていきたいと考えております。 

  なお、平成18年度中に認定外水路を用途廃止し

普通財産として隣接地主に払い下げたものが２件、

認定外道路を払い下げたものが４件、その他、宅

地、道路、学校用地として売却したものが３件で

ありました。 

  今後におきましても、ご提案がありました青地、

赤道等の国が管理するものにつきましては、隣接

地主の申請を直接手助けすることはできませんが、

払い下げに関する申請の相談に迅速にこたえてい

きたいなど、未利用地の有効活用や地域の振興に

つながるような適切な財産管理を行ってまいりた

いと考えております。 

  このほかにつきましては、教育長より答弁をい

たさせます。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） おはようございます。 

  私からは、２番の県北中高一貫教育校の実現に

ついてお答えいたします。 

  まず、①の中高一貫教育校で学ぶ意欲が高まっ

ている動向の受けとめ方についてお答えいたしま

す。 

  県立中高一貫校は、平成19年４月に宇都宮東高

校付属中が開校し、今年度の受験倍率は9.05倍で

ございました。６年間の計画的・継続的な教育活

動により、個性や創造性に富んだ生徒の育成に貢

献できる可能性がある中高一貫教育校への関心は

かなり高いと思っております。 

  ②と③をあわせてお答えしたいと思います。 

  県北地区で最適な条件を備えている高等学校に

ついては、交通の利便性や周辺地域の人口動態、

公立中学校との距離など幾つか考慮すべき項目は

あるかと思われます。 

  しかし、県立高校再編後期計画が今年度中に公

表される時期でもありますので、今はその動向を

見守りたいと、こんなふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） それでは、この１番の固

定資産のところでお尋ねをいたします。 

  18年度で276件、39.75ha、こういう物件がある

ということでございますが。これらの中で主たる

ものについては今、学校跡地とか、あるいは分譲

の残地とかということで数字が出てまいりました

が、もっと細かく276件の中で民地に売却しやす

いものというのが、この中でどのくらいあるのか

ということと、もう一つは、この件数の中で、今

後、市が有効活用の図れる件数、あるいは面積、

これらについてはどういうとらえ方をしておりま

すのか、お伺いをいたします。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 
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○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  未利用地の全体的な件数と面積ということで、

ただいま市長の方からお答えを申し上げました。 

  そのうち管理状況による普通財産の分類という

ことで、普通財産に限ってそれぞれ分筆した数値

がございますけれども、１つとして、公共目的に

利用しているか、利用予定のある土地ということ

で、合計として6.17haほど、それから他の団体や

個人に貸し付けをしている土地について、合計で

14.7ha、それから地理的に利用不可能な土地が

21.8ha、それから公共事業に活用することを条件

に寄附を受けている土地が1.9ha、それから利用

目的がなく売却が可能な土地ということで、現状

で把握できているのが15.2ha、合わせて39haぐら

い、このくらいになってございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） 今まで青地、要するに国

有林、こういうものに対しての手続というのは非

常に複雑で、しかも市の権限ではなかった。今回

は権限移譲で市がこれらの処分対応ができるとい

うような法改正になったということでありますが、

この辺の具体的な手続方法とか、あるいはいつの

時期からそういう分権が本市におりてこられたの

か。その後の動きについては、先ほどあわせて９

件ほどの対応があったようでありますが、これら

についてお聞きいたします。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  事業の関係で、例えば道路用地に隣接する、関

係するような赤道、青地につきましては、関係部

署の方で手続を進めるということになります。そ

れ以外の一般の国公有地の払い下げにつきまして

は、現状の中では総務部の方で担当していきたい、

こんなふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） 特に、私は有効活用の中

でひとつ提言をしておきたいなと思うのでありま

すが、道路の場合は線の買い上げでありますから、

当然周辺の残地、あるいはその形状の悪い残地等

がこの物件の中にあるのかなと思います。 

  そういう中で、花いっぱい運動でフラワーロー

ドを老人会とか、あるいはその地域のボランティ

アグループ等がやっておりますが、こういった地

域の景観をよくする。あるいはまた土地の有効活

用を図りながら、地域のそうした環境整備に充て

られる物件、あるいはその箇所、そういったもの

がどの程度この中にあるのかお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 現在、建設部で管理し

ております遊休地につきましては、道路整備等に

おける事業残地がほとんどでございます。 

  比較的規模が小さいものが多くて、形も不整形

というものがほとんどであることから、今のとこ

ろ事業協力者からの代替地の要望があれば、そう

いったものは優先的に払い下げていくというのが

現状でございます。 

  それ以外の隣接地主等からの要望等におきまし

ては、那須塩原市法定外公共物管理条例等に準じ

まして普通財産として対処しておる、対処と申し

ますのは管理、対策、あるいは払い下げという手

続になります。 

  また、一部の残地におきましては、ポケットパ

ークとしまして整備していくというような状況に

ありますので、そういったことで地元の方からか

そういったような要望があれば、それにおこたえ

してある程度はそういったスポット、そういった
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ものの整備等も考慮したいというふうに思ってい

ます。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） 先ほど質問してちょっと

答えが出てこなかったのが、権限移譲の年度がい

つから権限移譲で市がこれらの青地、赤道等の処

分ができるようになったのかについてお聞きしま

す。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 国から赤道及び水路、

現況として使っているものについて、国から譲与

を受けましたのが平成13年から16年までの間に現

地調査を行いまして、現実的に使用しているもの、

水路、または道路として使用されているものにつ

いては、関係市町に譲与されたという形になって

おります。 

  それ以外のものにつきましては、赤道としても

使用されていない、水路としても使用されていな

い。要するに、現状のもとの公図上は残っている

ものについても、そういったものが機能的に使用

されていないものにつきましては、まだ国の管理

のままでございます。 

  ですから、青地とかそういったものについては、

国の管理のままということでございますので、そ

ういったものにつきましては、国の国有財産の払

い下げ申請に基づきまして申請していただいて払

い下げる、なりの手続をしていただくというよう

な形になります。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） この残地面積がたくさん

あるわけでありますが、西那須野中央通り、黒磯

の本郷通りなど新設、または拡張工事の道路があ

るわけでありますが、これらの沿線、あるいはそ

の該当地の中で宅地移転、家屋の移転等が出たか

と思うんでありますが、これらの移転先にかかわ

る用地の確保というのはなされたことがあるんで

しょうか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 都市計画街路に絡んで

の事業地に対する代替地の希望のことだと思いま

すが、そういったものにつきましては、西那須野

地区におきましては、代替地を造成等を行いまし

て５区画指定しました。５区画ではなくて、市の

代替地として４カ所整備いたしまして、そういっ

たところに代替地の希望者の条件の合うものにつ

きまして、そういったものにつきまして売却をし

たという例がございます。 

  また、３・４・１本郷通りの方におきましても、

隣接地主さん等の協力を得まして、そういったと

ころに移転をして代替地を取得したという例がご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） そうすると、この代替地

はそのために購入したのか、それとも市が持って

いた土地を活用したのか、これどちらだったんで

しょうか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） これにつきましては、

市の持っていた土地ではなく、新たに購入をして

造成をいたしまして代替地として提供しているも

のでございます。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） 私は、有効活用というの

はやはり市が持っていて、要するに未利用地、あ

るいはその目的がなくて、しかも面積がまとまっ

ているところがあるはずでありますから、そうい

った有効活用をして宅地造成をして住民に供給す

れば経費的にも負担が軽くて済むし、あるいは市

が持っている土地の生きた使い方ということにつ
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ながるんだと思いますが、そういう配慮はこの時

点ではなかったのでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 代替地としては事業地

の隣接地、近辺にあれば一番いいということでご

ざいます。 

  なぜかと言いますと、地権者の方が学校の関係

とか、そういった近隣のそういった住民との関係

とかそういったものがございますので、市の方で

持っている土地のところといいますと、若干不備

な点もございまして、そういったところを考慮い

たしまして、やはり近隣のところに設けて、それ

を整備してそちらに移転していただくということ

が現状でございます。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） ぜひ土地の有効な活用、

あるいはまたその地権者、移転者の生活者の要求、

要望等もあるんでございましょうが、できるだけ

市が持っているものの有効活用を図れたらいいん

じゃないかなと思います。 

  この残地、あるいはまた土地利用の関連の中で

お聞きしたいわけでありますが、東那須野地区、

つまり新幹線駅前の西地区、北地区の区画整理事

業を進めておりまして、西地区は終わったわけで

ありますが、今、北地区の造成中ということでご

ざいます。その中に公園地が、西地区は５カ所、

北地区は４カ所ありますが、この公園の考え方に

ついてお聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 区画整理内の公園用地

につきましてでございますが、これにつきまして

は、その街区内公園、またその区域内の地区公園、

そういった考え方で整備しておりますので、そう

いったものにつきましては、地域の方にそういっ

た意味で活用をしていただく、利用して、避難の

誘導地でもあるということから、今のところそう

いった形での利用にさせていただいております。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） 実は西地区の公園のある

場所をちょっと歩いてみたんです。非常に見つけ

るのに骨折ったと思います。地図で追っては行っ

たんですが、市街地の真ん中辺等につくったんで

ございましょうが、その地域の方々のためのポケ

ットパークの観点からつくられたんだと思うんで

ありますが、基本的には私はやはり中心市街地の

活性化というのは、今、西那須もやられておりま

すが、これ旧町並み、あるいは落ち込んだ町を再

生させる事業でございます。 

  したがって、そこに新しい発想の再生構想が出

てきているわけでありますが、現在西地区、北地

区が行っております、この区画整理事業というの

は、やはりまさにこれからの新しいスタイルで、

そして活気あふれる町並みを造成するということ

がまず基本ではなかったのかなと思うんです。そ

ういう意味では、都市的要素を十分含んでいるこ

とが望ましいのではないかと。そういう意味から

しますと、この公園というのは、いわゆる緑があ

ってベンチがあって公衆用トイレがあってという

ことが望ましいことでありまして、その町を訪れ

る人、あるいはまた散歩、散策をする人などが出

会ってベンチに座ってよもやま話をするとか情報

交換してお互いに元気を確かめ合うとか、そうい

うような場所であると同時に、公衆用トイレの存

在というのは非常に外来者にとってはありがたい

サービスともいえる機関なんであります。これら

のポケットパーク、現在のところ西地区はまだ用

地の確保だけで具体的にそういったものができて

いないのでありますが、この今後のポケットパー

クの構想について、西地区については聞きたい。 
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  それから、北地区を見ますと、そのポケットパ

ークがあるわけでありますが、この区画の北の外

れの方の変形したところに２カ所公園を持ってい

って、これは果たして本当にこの町並みの、ある

いはその町を往来する人、訪れる人たちのための

公園ではなくて、３％の義務づけの中でどこかに

つくらなくちゃならない。あるいは、そのために

こうした幅寄せがされてしまっているのかなと思

うのでありますが、この辺の基本的な区画の考え

方についてはどうなっているんでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 土地区画整理事業にお

きましては、地域の住民の皆様とそれから審議会

の皆様と、そういった区画整理地内の土地利用に

つきましては、十分協議をして進めているところ

でございます。 

  そういった中で、公園の位置とか、そういった

ものにつきましても検討をされまして、その中で

整備されているというような状況にございます。 

  そういったことでございますので、とりあえず

今のところといいますか、整備地区、終わった地

区につきましては、そういった住民の意見を聞い

て十分整備されたというふうに考えております。 

  また、公園の中の整備等につきましては、とり

あえず第１段階といたしまして、そういった整備

を十分に終わらせたということでございます。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） そういうひとつの地域住

民の声、あるいは県のアドバイスをいただいたよ

うでありますが、先ほど申し上げましたように、

やはりこれからのまちづくりの中では非常に重要

なポイント、あるいはまたオアシスとしての役割

機能を果たすためには、もっと設置する場所の条

件というものの再考を要するのではないかと思う

んですが、その再考の余地は全くないのか。ある

いは、また今後本換地までの時間がまだあるわけ

でありますが、その中で検討がなされることがで

きるのかについて。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君に申し上げ

ます。通告の範囲を超えておりますので、通告の

範囲内の質問をなさっていただきたいと思います。 

  31番、松原勇君に申し上げます。もう一度通告

の範囲内のご質問でお願いいたします。 

  31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） ちょっと逸脱は承知しな

がらやりまして、大変恐縮でございました。訂正

をさせていただきます。 

  要するに、これからの土地の有効利用、活用を

してほしいという思いから申し上げたわけであり

まして、先ほどの質問事項については取り消しを

させていただきます。 

  最後に１つだけ市有地の物件の公表、大変数が

あるということでございましたが、これはどのよ

うな方法で知らせるということがあるのか。ある

いはまた最寄りの地権者がそれなりでわかるとこ

ろで申請をしてくるということが望ましいのか。

どちらの方法なんでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  先ほども市長の方から答弁申し上げましたけれ

ども、将来的にも利用目的がない未利用地につい

ては売却処分を基本とした計画的な財産管理と財

源の確保を図っていきたいというのが基本的な考

えでございまして、市が行う公共用地の取得、あ

るいは処分、それから借用については条件の統一、

あるいは価格の適正化を図るために、内部的に公

共用地等の取得等の審議会を設けてございます。

こういった中で審議をして市長の方に報告をする

という形をとっております。 

  そういうことで、個別に処分予定地を公募する
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という考えは現在持っておりませんけれども、こ

の例外規定がありまして、審議が省略できる公共

用地の取得等事業ということで、例えば面積が一

宅地として単独利用が困難で、隣接の土地、所有

者へ随意契約で売却できるようなものというのは、

この審議会で審議をする例外規定になっています

ので、隣接の地権者等からそういった申し出があ

れば、その都度適切に対応してまいりたいと、こ

んなふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） 次に、県北中高一貫校に

ついてお伺いをいたします。 

  先ほど教育長の答弁の中でも、非常に関心の高

まってきているものであるということが申された

わけでありまして、これらについては全く同感で

ありまして、今回話題として出させていただきま

した。 

  最終的には、この問題は県の教育委員会がどう

判断するかでありますが、県北の地域から考えま

すと、やはり１つには中学生になるものの密度、

要するに生徒数、こういったのも一つの要因だろ

うと思います。そういう部分から考えていきます

と、西那須野地域の２つの中学校は700名相当の

生徒数を有している地域でありますから、そうい

ったものの緩和策の一つとしてもこの問題が考え

られるのかなとそんなふうに思いますが、この中

高一貫校が実現したときには、県内一円からの通

学区域ということが基本にあるようでありますが、

この辺で緩和策の１つという考え方については、

いかがな見解をおとりでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまの質問にお答え

したいと思いますが、西那須野地区の２つの中学

校が700名超の学校がという形で、緩和策として

も考えられるのではないかというご質問なんです

が、昨日の学区審議会の折に学校の適正化という

ふうなことを答弁したわけですけれども、その中

でやはり地区の生徒数の動態によりましてこれは

変わってくるかと思います。 

  なおかつ中高一貫校の募集定員は全県１区でご

ざいますので、この点を考えますと、やはり緩和

策というよりは選択肢の幅が広がるというふうな

そんな考えで私たちは対処したいなと、こんなふ

うに思っているところでございます。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） この通学区域が全県１区

ということの見解からいたしますと、６年生から

中学生になる生徒が通学手段としては近隣であれ

ば徒歩、あるいはまた自転車、遠距離であります

と路線バスか電車通学ということになりますから、

自然とその条件になる学校というものが出てくる

のかなと思うわけでありますが、高校生の１年の

後半になりますと、バイクの試験も取れますから

通学手段も変わってくることがあると思うんです

が、そういう距離的なものも含め、あるいはまた

高校の規模、あるいは施設のゆとり、敷地面積、

環境などさまざまな条件が求められることになる

と考えます。 

  そういう条件がある中ではございますが、ぜひ

とも本市の教育委員会としても声を出し、あるい

は手を挙げて県に対してその後期計画の策定に向

かってぜひ行動を展開していただきたいと思うの

でありますが、今この時期に後期に入ってからと

いうことになるかもわかりませんが、今の教育長

の思いをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 松原議員様の今の質問な

んですが、まずこの県北地区に中高一貫校の導入

を要望するような行動をとってはということなん

－97－ 



ですけれども、やはりこの県の高校再編計画室と

いうふうに独自の計画再編室がありますので、そ

こはやはり中立を保つという性格上から各自治体

の教育委員会の方では要望を直接的というよりは

要望をしないというふうな形で統一されておりま

す。 

  先ほどの第一次答弁で申しましたように、今年

度中に発表される県のその公表を待って、例えば

中高一貫校の設置基準の基本的な考えを県の考え

としましては、その中高一貫を実施する高校の中

に併設として中学校をするというふうなのを基本

姿勢に置いております。ですので、例えばこの那

須塩原地区においては、中学校が10校ありますが、

どの学校においても非常に中学校とも近接してい

るところもございます。そうすると、県の発表を

聞きながら、現在の那須塩原市の中学校と、それ

から中高一貫併設校の中学校、付属中学校との相

互関係も考えていかなくちゃならないというとこ

ろから県の動向を見守って、それを研究した課題

として私どもがとらえております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） 中高一貫校ということに

対する期待感というのも住民、あるいはその父兄

も非常に高い関心を持っている話題の一つでもご

ざいますので、これらに対しては積極的な行動が

難しいとすれば、やはりそういう世論の喚起は大

事なことでありますので、今後も情報を十分に教

育委員会で把握をしながらひとつ内面的な行動を

展開しておいていただきたい。 

  切に最後にお願いを申し上げまして、私の一般

質問を終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（植木弘行君） 以上で、31番、松原勇君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 本 はるひ 君 

○議長（植木弘行君） 次に、21番、山本はるひ君。 

〔２１番 山本はるひ君登壇〕 

○２１番（山本はるひ君） 皆様、こんにちは。 

  ただいまより市政一般質問を行います。 

  このたび通告いたしました質問は３項目になり

ますが、いずれも市内に住んでいる人たちにとっ

て切実な問題を取り上げました。それは立場の違

うことから起きている事柄に対して、行政がどの

ようにかかわるのか。一見対立するように見える

ことについて法律で決まっていることだからとい

う硬直な姿勢で解決できるのかという視点から提

起いたします。 

  そして、どんな立場であれ那須塩原市に住んで

いる人たちにとって住みよい町、住んでよかった

と思えるまちづくりをしていくために、立場の違

う市民の異なる要求に対して真摯に耳を傾けてい

ただき、お互いが少しでもプラスの方に向かって

いけるようにという思いで質問をいたします。 

  １、犬と人との共生社会について。 

  ①最近、飼っている犬を家族の一員としてとも

に生活している人たちがふえてきています。一方

で、犬の苦手な人がいることも事実です。そこで、

当市において、飼い犬について何かトラブルがな

いかどうかお伺いいたします。 

  ②犬を飼っている人にとっては、犬の運動と本

来犬が持っている特性からリードなしで遊ばせた

り、走らせたりできることがいいと思うようです。 

  そこで、市内の公園の一部にドッグランを設置

することを考えてはいかがでしょうか。お尋ねい

たします。 

  ２、公共施設での喫煙について。 
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  ①公民館などの公共施設では2003年の健康増進

法施行後分煙化が進んでいます。しかし、完全分

煙は難しくたばこから立ち上がる副流煙が問題に

なっています。公民館などの公共施設は赤ちゃん

や子供、高齢者も訪れるところなので、喫煙場所

の位置の配慮をする。あるいは、館内を禁煙にす

べきと思いますがいかがでしょうか。 

  ②市役所では喫煙場所を囲う形で設置していま

す。この方法は分煙という観点ではたばこを吸わ

ない人への配慮としては適切かもしれませんが、

余りにも目立つ場所にあるため、不快感を覚える

ことがあります。これでは、たばこを吸う人も吸

わない人も気分がよくありません。もう少し目立

たない場所に移すことはできないか、お伺いいた

します。 

  ③市内の小中学校の建物の中はすべて禁煙にな

っているのかどうか。また、今後の方針を伺いま

す。 

  ３、東那須野地区の土地利用について。 

  ①東那須野地域は市街地と農業地域が混在して

います。そのために、小さなトラブルがあると聞

きます。もともと住んでいる市民と自然あふれる

当市に転居してきた市民がともに住んでよかった

と言えるまちづくりのために行政のすべきことは

何かについてお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問になります。ご答弁よろし

くお願いいたします。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 21番、山本はるひ議員の市

政一般質問にお答えをいたします。 

  私からは、３の東那須野地区の土地利用につい

てお答えをいたします。 

  東那須野地区におきましては、現在商用地や住

宅地、農地など多様な土地利用がされております。 

  土地利用の方向性といたしましては、優良な農

地やまとまった平地林が、那須野ヶ原ならではの

景観を形成している地区でありますので、現況の

土地利用の維持・保全を図りながら、都市的機能

の誘導を計画的に行うこととしておりますが、東

那須野駅周辺や仮称黒磯インターチェンジ周辺で

は、広域的な拠点としての都市的土地利用や長期

的な観点からこの計画的な土地利用を図ることと

いたしております。 

  また、住んでよかったと言えるようなまちづく

りにつきましては、まさに本市が目標として取り

組んでいるところであります。 

  今後も社会基盤や生活環境の整備、福祉や教育

の充実を図るとともに、住民相互の連携の強化や

地域の自主的な活動を支援し、多様なライフスタ

イルや価値観を持った市民がともに生き生きと暮

らせるまちづくりのために努めてまいりたいと考

えております。 

  このほかにつきましては、生活環境部長、教育

部長、総務部長より答弁をいたさせます。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 私の方からは、第

１点目にありました犬と人との共生社会について

２点ご質問をいただきましたので順次お答えをさ

せていただきます。 

  まず１点目の当市において、飼い犬についてト

ラブルがないかというご質問でございますが、こ

の質問につきましては、動物の愛護及び管理に関

する法律というのがございまして、この第７条の

規定によりまして犬の飼い主は動物が人の生命、

身体もしくは財産に害を加え、または人に迷惑を

及ぼさないことが義務づけられております。 

  さらに、栃木県の条例になりますが、動物の愛
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護及び管理に関する条例の第５条の規定によりま

して、自宅ではつないでおき、道路や公園におい

てはリードなどをつけることが義務づけられてお

ります。これが基本的な考え方でございます。 

  しかしながら、本市におきましても、放し飼い

や吠える声などについて、近隣住民から苦情があ

るほか、道路や公園においてリードなしで犬の散

歩をさせまして、またふんの始末をしない飼い主

などに対しまして、市から指導をするようにとい

う要請があるなど、飼い主のマナーに関するトラ

ブルが発生をしております。 

  市といたしましては、そのような飼い主に対し

法令や県の条例に基づきまして、直接指導をする

ほか、広報誌などにおきまして正しい飼い方につ

いて掲載し、飼い主のマナー向上を啓発している

ところでございます。 

  次に、２点目の市内の公園にドッグランを設置

してはどうかというご提案でございますが、公園

の利用者から散歩中の犬が近づくだけで恐怖を感

じるといった苦情も現実あります。また、設置後

の維持管理や公園のスペースなどの問題等もござ

いまして、現時点では設置する考えはございませ

ん。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） ２の公共施設での喫煙

についてのうち、①と③あわせてお答えをしたい

と思います。 

  公民館等の17施設における禁煙状況につきまし

ては、館内禁煙が４館、部分禁煙が８館、館外に

灰皿設置が５館となっております。 

  各施設におきましては、不特定多数の人が訪れ

るところでありますので、部分禁煙等では館内に

おける副流煙による受動喫煙の問題は解決できま

せん。 

  今後は館内禁煙の方向で検討していきたいと考

えております。 

  また、市内の小中学校につきましては、現在敷

地内禁煙の措置をとっている学校が２校でありま

す。校舎内禁煙が16校、そしてその他学校につき

ましては、分煙による措置を講じていると、こう

いう状況でございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 私からは、２の公共施

設での喫煙のうち、②についてお答えをいたしま

す。 

  本庁及び各支所の庁内での喫煙につきましては、

本庁２カ所、西那須野支所が３カ所、塩原支所１

カ所を指定しているところでございます。 

  喫煙対策としては、ご案内のように、厚生労働

省から平成15年５月に旧ガイドラインを見直し、

新たな職場における喫煙対策のためのガイドライ

ンが示されたところであります。 

  塩原支所については、この新ガイドラインに沿

って設計段階から空間分煙を前提とした喫煙室を

設置したものであります。 

  また、本庁については、本年４月から受動喫煙

防止対策として喫煙場所をこれまでの空気清浄機

対応の５カ所からエアーカーテン設置の東庁舎と

２階喫煙室のみとしたところでございます。 

  設置場所についてのお尋ねでございますが、会

議等で来庁される市民の皆様方の喫煙率や利用動

向等を見きわめながら、今後も新ガイドラインで

示された基準等に基づき、快適な施設環境の形成

のために必要な措置を講ずるよう努めてまいりた

いと考えております。 

  以上で答弁を終わります。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） それでは、項目に沿っ
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て再質問いたします。 

  最初に、犬と人との共生社会ということなんで

すが、ただいま部長の方からどのようなトラブル

があるかということについてお話がございました。

そのことにつきましては、よくわかるところなの

でありますけれども、このトラブルが起きている

ということに対して、市が今までやってきたこと

というのは、あくまでも当事者からのお話があっ

て何か対策をとるというようなことだったと思う

んですが、何かほかに積極的な対策をとっている

というようなことはあるんでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  基本的にはトラブル解消が第一義でございます

けれども、通常的な部分の質問だと思います。 

  まず、登録行為があります。犬は登録していた

だくことになっておりますので、窓口に見えます。

そのときに、県の外郭団体になりますが、そうい

うところで発行している犬の飼い方についてとい

うようなリーフレット、そういうもの等で直接に

お話をして啓発活動をしたり、また先ほども答弁

にありましたように、広報に載せたり、それから

また毎年集団による狂犬病の予防接種というのが

ございまして、この際にもできる限り、お話しす

る機会をもって、個別になりますが、お話をして

いくというような中で飼い主の飼い方に対するマ

ナー向上ということで努力をさせていただいてお

ります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） それでは、そういうと

きに、例えば市役所の方で話をするとか、飼い主

に対して何かいるときに飼い主の方から市に対し

てこういうふうにしてほしいというような要望と

いうのは今までにございましたんでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  私の方には直接部下の方からこういう要望等が

ありましたという話は、事務的な細かな内容はあ

って届かなかったかもしれませんけれども、市政

として何かやらなくちゃならないような事案は報

告がありませんので、特に目立った意見はあった

というふうには思っておりません。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 先ほどご答弁にありま

したように、法律では犬はつながなければいけな

い。例えどんなに人がいないところでもリードを

つけなければいけないというのは、それはもう決

まりだと思うんですね。ですけれども、現実の問

題として、今多分那須塩原市に住んでいる方、あ

るいはこれから新しく住み始めている方は、犬を

飼う方が大変多いと思うんです。そういう方にと

って、法律はもちろん放してはいけないというふ

うになっておりますが、どなたもいらっしゃらな

い野っ原というか、そういうところで何となく放

して飼ってしまうような現実があると思うんです

ね。そういうことに対して、市としては何か対策

をとっていることがありますか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  だれもいないところで放し飼いをしているとこ

ろの件につきましては、なかなかパトロールを回

してやるというのはなかなか難しい問題だと思い

ます。ときどき苦情として上がっているのは、だ

れもいないような、人が集らないような空き地で、

たまたま本人は思って放していたのを逆に言うと、
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ボランティアの方がついこの間ですが、たまにご

み拾いに行っているときに怖くて困ったよという

話がありました。それは放す方は、本人がだれも

いないと思ったんでしょうが、逆に言えば、だれ

もいないわけじゃなくて、ときどき来る人がごみ

を散らかすのでボランティアの方がごみ拾いに行

った。やはりそういうことで、市といたしまして

は、なかなかうまく出くわさなかったんですけれ

ども、飼い主に注意をしようという行動はとりま

した。 

  それ以外の日常的に動物保護に関してそれぞれ

担当の者がおりますので、日常的な巡回の中で、

このためということでないんですが、そういう中

で気がついた部分はご指導等をさせていただいて

おります。 

○議長（植木弘行君） ここで10分間休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） それでは続けます。 

  先ほどの①のところです。トラブルがないかと

いうことをお尋ねしたんですが、それでは②の方

に移る際に当たって、トラブルの解決策というこ

とで２番目のことをお尋ねしたいと思います。 

  ドッグランというのはお聞きになっていらっし

ゃらない方もあるかと思うんですけれども、これ

は犬が自由にリードなしで走り回れる場所という

ことであるんですが、ただ犬を遊ばせるというと

ころではないんですね。ここでは犬に社交性を身

につけさせるとか、ストレスを解消するとか、あ

るいは飼い主への指導をする、マナーの向上を、

あるいはしつけ教室を開催できる。そして、犬の

飼い主に対してそういうことの普及啓発の場とし

て活用できるということで、例えば公共の施設と

して有名なのは駒沢のオリンピック公園、神代植

物公園、そして国立では昭和記念公園などに設置

されて、既にその中の公園、つまり普通の公園の

中にドッグランという犬のための公園が設置され

て、非常に盛況に使われているというのが現実で

あります。 

  先ほどのトラブル、ふんの問題とかにおいの問

題、あるいは鳴き声の問題、そして飼い主のマナ

ーの問題、それらがすべてとは申しませんけれど

も、その人が集う公園の中に犬が遊べる、そうい

う土地をつくるということで、かなりの部分が解

決できるということで今注目されているわけです。 

  そして、そういう意味でぜひ土地がないわけで

はない。先ほど遊休地の話も出ましたが、もとも

と広い土地を持っていて、公園も非常に豊かな公

園、たくさんある、この那須塩原市の中でほんの

一部でもドッグランとして設置することを再度考

えていただきたいと思うんですが、それについて

いかがでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 公園内にドッグランを

整備してほしいということでございますけれども、

これにつきましては、先ほど生活環境部長の方か

らも答弁がありましたとおり、設置後の管理とか、

そういった問題がございますので、現時点では設

置する考えはございません。 

  また、こういった施設につきましては、ドッグ

ランとか、そういった施設につきましては、市内

及び近隣の町に民間の施設もあることから、そう

いった施設を現段階ではご利用いただければとい
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うふうに考えております。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） つくる考えはないと、

維持管理の点でというふうにおっしゃいましたけ

れども、また今、民間の施設がというお言葉が出

ましたが、これは民間でつくるということはお金

もすごくかかるわけですし、そして遠くまで行か

なければならないということで、今、市内に何頭

の犬が登録されている、あるいは登録されていな

いのかははっきりした数は申しませんが、たくさ

んの犬を飼っていらっしゃるという事実があって、

その犬とともに家族同様に暮らしている人たちが

いて、そういう人が日ごろ、日常、犬にも健康な

生活をさせたいという思いでいるということから

いうと、民間の施設、例えば那須町にある施設に

わざわざ行く、お金を払って行くのではなくて、

この那須塩原市内の中にたくさんとは申しません。

１カ所でいいのでそういうものをつくる考えはな

いかということを言っているんです。 

  管理の問題、それから維持の問題に関しては、

つくった後いくらでも対策はあると思います。そ

れは今できている先ほど申した都立の公園、国立

の公園の実態を見ていただければ、たくさんのボ

ランティアで管理をしている。あるいは民間の方

に助けていただいて一緒に協働の形で管理してい

るというものでうまくいっているところがありま

すので、できないというのではなくて、する気が

あるかどうか、もう一度お尋ねいたします。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 先ほど申し上げました

とおり、現時点では設置する考えはございません。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） それでは、視点を変え

てお尋ねいたします。 

  ドッグランの設置を望んでいる、犬を飼ってい

る愛犬家の皆さんが何かお手伝いができれば、あ

るいはこういうことをすれば設置していただける

というような考えが、もしございましたらお答え

いただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 先ほど申し上ましたよ

うに、現時点では建設するという考えはございま

せんが、そういったお話があればお話はお伺いし

たいというふうには思っています。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） では、もう一つ法律的

な観点からお尋ねいたします。 

  改正された動物の愛護及び管理に関する法律で

は、動物は既に物ではなく命であることを強調し

ています。人と動物の共生、ともに生きるという

理念を盛り込んであります。自然や動物を大事に

思うということは非常に大切な視点であって、栃

木県では年間7,000匹を超える犬や猫の致死処分

数を10年で半減、将来はゼロにしたいという目標

を今月の２日でしたか３日でしたか発表していま

す。 

  こういうことを考えると、今、建設部長がご答

弁なさったようにそのする気はない、ほとんどで

きないというようなお答えでは住民の方たちの納

得が得られないような気がいたしますがいかがで

しょうか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  ちょっと問題に取り違えていないかと思います

が、ドッグランを設置すれば犬を捨てたり、ひど

い虐待のような飼い方をしないで済むという直接

的にはならないと思いますし、先ほど建設部長が

－103－ 



答弁しましたように、民間で市内に旧黒磯、旧西

那須野地区とも民間でドッグランはあるんですね。 

  ですから、市内に民間が一方でやっていて、そ

れを取り返す形で公共側が今までのご質問を聞い

ていますと公園が少ないんじゃないかと言われて

いる中で、その今ある公園を割いてやってしまっ

てはいかがなものかと思います。 

  ですから、その辺の官民の役割分担も考えなが

らやっていくべきじゃないかというふうに、犬の

登録指導関係を担当している部門では考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） いろいろな考え方があ

ると思うんですが、ドッグランというのは別に愛

犬家というか、犬が好きな人たちのためだけでは

ないというふうになっていると思うんですね。 

  先ほど来、散歩をしている人が声を聞くだけで

怖がるとか、リードをつけていない犬が遠くに見

えただけで怖い思いをするというようなトラブル

があると申されました。それは、私、犬が大嫌い

でございますので、大変よくわかります。けれど

も、ドッグランを民間ではなく、公設でつくると

いうことの多分第一は、嫌いな人にとっても、好

きな人は決まりがあるといって放してしまうと。

特に、那須塩原市の場合は全く市の公園、那珂川

にある公園などは人がいないことが実際にありま

す。何回も見に行きました。 

  そういう中で犬を散歩させている人たちがどな

たもいらっしゃらないということで、やはり放し

てしまうという現実があるんです。そうすると、

放してしまうことは確かにいけない。法律違反だ

し、それを見た人が怖いと思うのも事実。けれど

も、であるならば、あそこのところもまだ空いて

いるところもあるので、１カ所、ほんの少しでい

いので犬のために囲っていただければ、その散歩

している人も、あるいはアユ釣りをしている人も、

赤ちゃんを遊ばせに来ている人たちも安心できる

と。つまり、犬を嫌がっている人たちにとっても

メリットがあるという意味で、双方ともにいいこ

とだと思うんです。 

  それを今、部長が民間の施設があるから競合と

いうようなことをおっしゃいましたが、具体的に

言いますと、那珂川の河畔公園のところでいっぱ

い放している犬好きな人たちの実情を見ますと、

そこの場所のどこかちょっとでもいいので囲って

いただいて、その管理に対しては何とか民間の犬

好きな人たちに手伝っていただくなり、何とかそ

れは考えてくださる余地はあると思いますので、

そういう方向でやはりいくことが、これからの那

須塩原市の住民の方たちにとってもメリットだと

思います。 

  ますます今後、団塊の世代の人たちが、もしか

するとこちらに転居してくる可能性はあると思い

ますし、また高齢化社会が進んで、少子高齢化と

いうことで家族の形態が子供のかわりに犬を飼う、

猫を飼うという方たちもふえていきます。そのと

きに、那須塩原は犬を飼っても一緒にすごく、犬

もストレスをためないで暮らせるんだよというこ

とが一つのメリットになる可能性がある場所だと

思いますので、ぜひそういった観点で法律的にで

きないというようなことではなくて検討をしてい

ただきたいと思います。そういう要望で、この質

問は終わります。 

  次に、移ります。 

  次２番目、公共施設での喫煙についてです。 

  まず公民館などの公共施設17館につきまして、

先ほど全面禁煙が４館で、部分的なものが８館、

外でというところが５館ということで今後それを

禁煙に持っていきたいというようなお話だったと
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思うんですが、ひとつお伺いしたいのはこの差と

いうのはどこから出てきたものなのでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） これ器械分煙の関係で

ございますけれども、器械具の設置されている場

所については分煙をしていると、こういうことで

ありまして、ただ今、議員おっしゃっているのは

多分館内禁煙と館内部分禁煙、そういう差がどう

だろうとこういう言い方だと思いますけれども、

これは時代といいますか、その歴史の中で公民館

がとってきた役割、そういうもの、いわゆる職員

だけじゃなくてお客さんの関係がありますから、

そういう部分で地区によっても違うと、このよう

に考えております。 

  ですから、今後館内については、やはり公民館

という性格上うまくないんじゃないかということ

で、先ほども申し上げたとおり、今後は館内につ

いては禁煙にしたいと、このように思っておりま

す。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） それぞれの公民館に聞

いてみると、地域によっての実情があってたばこ

を吸うところがないと人が来なくなるというよう

な地域もあるようだということが今回わかったん

ですけれども、それにいたしましても、やはり入

り口の子供たちが来るところとか、時として小さ

いお子さんを連れたお母さんと子供のサロンをや

っているときなど、どうしてもそこで吸っている

というような状況はどう考えてもいいことではな

いと思いますので、今後は禁煙にしていくという、

その今後というのをできるだけ早い時期に、そし

て禁煙ができないのであればその喫煙をする場所

を少し考慮していただいて、できるだけ副流煙の

害のないような形にしていっていただきたいと思

います。 

  一番言いたかったのは、いきいきふれあいセン

ターのあの入り口にあった喫煙コーナーのことだ

ったんですが、なぜかなくなりました。なくなっ

たことはとてもいいことだと思いまして、あそこ

については苦情がたくさんありましたので、なぜ

急になくなったかはよくわからないんですが、多

分苦情がたくさんあっていけなかった、あっちゃ

いけないということだったと思います。そういう

ことですので、ほかの施設につきましても、苦情

のあるところないところ含めまして、きちんとや

っていただきたいというように思います。 

  次に、市役所のことなんですけれども、先ほど

市役所本庁舎、それから支所に関してそれぞれ説

明があったんですが、まず一番新しいところから

塩原庁舎についてなんですが、平成15年対策のラ

インが変わってそれに沿ってつくったということ

です。けれども、ここに関してはごらんになった

かどうかわからないですが、新聞に投書が出てお

りました。 

  それは、非常に違和感があると。正面に堂々と

喫煙室があると、あれは一体だれのためなんだと

いう投書が那須塩原市の市民から出ておりました

し、私もあそこを見に行ったときに余りにも立派

な喫煙の場所で一体ここでだれが吸うんだろうな

ということで少し申し上げたんですが、あそこを

ああいう場所、確かに煙は外には出ないですけれ

ども、図書館のすぐわきでああいうところに設置

するということはいかがなものなんでしょうか。

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  塩原支所の喫煙所の件でございますけれども、

先ほども申し上げました新たなガイドラインの中

をもう少し細かくお話しいたしますと、留意事項

ということで、喫煙者と非喫煙者が相互の立場を
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十分に理解するということで、もっとかみ砕いて

申し上げますと、喫煙室等は喫煙者の利用しやす

さを考慮して就業する場所の近くに設けることな

どという具体的な留意事項も入っております。そ

ういうことで、あの場所は気象医学施設というこ

とで会議室や図書館もございます。あとは事務ス

ペース等、中間点ということで来庁者、あるいは

会議で訪れる方も禁煙ですから、あの分煙室の中

で喫煙していただくということで設置したわけで

ございまして、それ以外の特別深い理由はござい

ません。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 今の風潮から言います

と、たばこというのは好みの問題ですので吸うこ

とがいけないとかいいとかいう、そういうことは

全然ないんですけれども、新幹線も全部喫煙が禁

止されたというようなことから言いますと、たば

こを吸う人が少し立場が堂々と吸うことができに

くくなっているという現状だと思うんです。そう

しますと、あそこの塩原支所の喫煙室については

実際にお聞きしたところ、あそこでは吸えないと、

外で吸うことができると。あそこ後ろが川になっ

ておりますので、わざわざ市役所を訪れた人が用

事の途中であそこの中に入ってたばこを吸うなん

てことはないんだよねという話をある会合でたば

こを吸う方にお聞きしたことがございます。とい

うことを考えますと、確かにガイドラインで便利

なところといっても、あそこまで入ってすぐ目の

前に見えるところ、隣に図書のコーナーがあると

ころにつくられたということに対しては、やはり

違和感があるのは否めないことなので、その辺何

とか見えにくい形にするしかないのかなと思うん

ですが、そういうことで吸う人もわかりにくくし

た方がいいんではないかなというふうに思うんで

す。その辺については、便利さだけでいいんでし

ょうか。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） もう２週間ほど前にな

りますかね、５月31日は世界禁煙デーということ

で、毎年のことですけれども、この日にち前後に

なりますと、喫煙や禁煙のマスコミ記事が流れま

す。県でつくっている新しい庁舎も当初予定して

いた喫煙室も９カ所から４カ所に減りました。３

年をめどに完全禁煙にしていくということで、大

体風潮としては禁煙化が進んでいくという流れは

否めようがないと思います。 

  塩原庁舎については、空間分煙ということで当

初からそういうガイドラインに沿ってつくった施

設でございますので、先ほど申しましたように、

喫煙率の状況とか、そういったものを考慮しなが

ら検討していきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） よくわかりました。 

  次に、西那須野庁舎なんですが、３カ所の喫煙

場所がすべて多分囲われていない形で１階、２階、

３階にあると思うんですね。確かに、場所は仕事

しているところからは少し離れているかもしれな

いんですが、その辺について、西那須野の庁舎に

いらっしゃる方からもどうにかならないのかとい

うようなことは聞いておりますし、あそこを通る

とやはり煙を感じることがございます。そこを何

かどうにかするというようなお考えはございます

でしょうか。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 現状の中で分煙室を設

置するとか、そういった考えは持っておりません

けれども、当面いわゆる通常の喫煙所以外の場所

での禁煙ということを徹底していただくというこ
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とで、当面は現状のままで進めていきたいと考え

ております。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） わかりましたが、西那

須野庁舎については何かの工夫をしていただいて、

もう少し囲っていただくようなことを考慮すべき

だと思います。 

  最後に、この本庁舎になりますが、喫煙場所が

２カ所だということだったんですけれども、２階

の部分について多分あそこが一番大きなところだ

と思います。入り口を入ると、庁舎内は喫煙場所

を除いて禁煙と書いてあるんですね。何となく不

思議な文章だとは思うんですけれども、ここの庁

舎については人の出入りも多いですし、職員もと

ても多いということで２カ所の喫煙場所というの

は本当なんでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） ただいまお話がありま

した喫煙室以外は禁煙ですという掲示の件ですけ

れども、これは旧黒磯市時代にいわゆる庁舎に分

煙器を設置したときに来庁者、あるいは職員の意

識づけということで掲示したものがそのまま掲示

されているということで、撤去した箇所もござい

ます。ということで、庁舎内の喫煙所は２カ所で

すけれども、あくまで庁舎内は喫煙と指定してい

た箇所は２カ所でございます。 

  ポイ捨てとか外から庁舎内に出入りする出入り

口に灰皿を置いてあるのは、たばこを吸っていた

方がポイ捨てとかほかの場所に捨てられるとそれ

は火災上も危険ですから、そういった面でのポイ

捨て防止ということで灰皿を設置しているという

ことで、たまたま外の灰皿のあるところでたばこ

を吸っておる方はおるかもしれませんけれども、

それは喫煙所ということの位置づけではございま

せん。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） そういうことなんです

か。よくわかりました。 

  私は灰皿が置いてあるところは喫煙の場所とい

うふうになっているのかなというふうに思ってお

りましたので、２カ所ということはないだろうな

というふうに思いましたが、１階の総合案内のと

ころの人がいるところの下に、庁舎内は喫煙場所

を除いて禁煙というふうに掲げてありますので、

やはりいろいろたばこを吸う方もいろいろなご事

情があると思いますし、私は全然吸うことがいい

悪いではないんですが、この那須塩原庁舎につき

ましては、もう少しどこかで徹底をする形でやっ

ていただければいいなということで要望をするも

のです。 

  このたばこの件については、役所というよりも

公民館などのともかく公共の施設の方の公民館な

どの方をもう少しきちんとした形でやっていただ

きたいと思います。 

  最後に、小中学校の建物の中の禁煙につきまし

ても、先ほど学校によってかなり差がありました。

この辺も私は小中学校に関しては、やはり校内は

禁煙、もちろん敷地内禁煙ぐらいにすべきではな

いかというのが考えなんですが、その辺について

教育長はどういった考えでございますか。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 私も実はたばこを吸いま

すが、学校の中では分煙ということで、先ほど教

育部長が答弁しましたが、煙が子供の方、または

校舎内に行かないという形をしっかりととらえる

ということで隣接地区に、敷地内禁煙ということ

でやっているところがありますが、かなり私も現

職のころ、そういう学校に行ったんですが、訪問

者が、または職員が校門、ちょっと１ｍぐらい出
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たところでたばこを吸っていると。昔の高校の時

代に便所の後ろで吸ったりというふうな、そんな

ふうな光景を思い出したなというふうなこともあ

ります。 

  ですが、そういうふうなこそこそとしたという

ふうなイメージを与える、そういう喫煙について

はやはり芳しくないかなというふうに思います。 

  それで、はっきりと学校現場としましては、校

舎に関しましては禁煙の方向では進みたいと、こ

んなふうに私自身思っております。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） たばこにつきましては、

先ほどから申しているように、好みの問題ですの

で、吸う吸わないという、つまりトップに立つ方

が吸うか吸わないかということも、大変こういう

学校の施設とか公民館なんかでは関係をしている

のかもしれないと思うところがあります。 

  けれども、やはり中学生などはたばこを吸い出

すきっかけになる時期であることも事実なので、

やはり好みということではなくて、ぜひ今、教育

長がおっしゃったように、校内の禁煙、校舎内の

禁煙だけはするような形でやっていただきたいと

思います。 

  堂々と吸うのがいいのか、こそこそ吸うのがい

いのかよくわかりませんが、いずれにしても、先

生がたばこを吸っているというような姿は余り子

供たちに見せない方がいいのではないかというふ

うに思いますので、そういう場ですので、その辺

よろしくお願いしたいと思います。 

  それで、禁煙についてはこれで終わります。 

  次に、３番目の東那須野地区の土地利用につい

てなんですが、先ほど大変明確なお答えを市長か

らいただきました。そのとおりだとは思うんです

けれども、現実にまず①トラブルについてなんで

すが、先ほどは触れられてはなかったんですが、

ひとつ、東那須野地区だけではないかもしれない

んですが、聞こえてくるのはそこの地区なのでお

尋ねするんですけれども、新しくどんどん平成の

時代になってからたくさんの住宅ができまして、

そこに集落というか、人が住む、何もなかったと

ころにできてきて、そこの人たちがうまい形でも

ともとある行政区に入ることができないというよ

うなことが現実にあるようなんです。市役所の方

の話を聞いているとそういうことはない。あるい

は、行政区長さんも個々人にお尋ねすると、そう

いうことはないという方もいらっしゃるんですけ

れども、どうも現実では入りたくても入れてもら

えなかった。あるいはもらえていないというお話

を直接聞いております。その辺についてどのよう

に考えていらっしゃるのかお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  地域の住民の方のいわゆる行政区への、今、本

年４月からは自治会という名称に統一されました

けれども、自治会に加入するしない、あるいはま

さしくその地域の自治会内とその地区の住民との

関係ですから、行政がそのことについてとやかく

は申せませんけれども、行政と地域のいわゆる一

体となった協働のまちづくりを進める中で、やは

り母体となるのは地域のそういった自治会活動で

すから、加入していただくことがまず大前提です

から、その辺は地域の方と自治会の関係者とよく

お話し合いをしていただくというのが基本かなと、

こんなふうに考えています。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） ここで何を聞きたかっ

たのかということの１つが、確かに自治会という

のは、任意の会であって決して市がそこに介入を

してつくりなさいとか入りなさいというものでは
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ないと思います。そういう規定になっているもの

だと思うんですけれども、現実としては、このい

わゆる自治会、そこのトップにいらっしゃる自治

会長、その人たちが市では行政連絡員という形で

いろいろな市のことを頼んでいるという現実から

考えますと、やはり入りたくても入れない、ある

いはうまくそういうものがつくれないというよう

なところに対しては、市が少し力を、何て言うん

でしょうね、そこに対して介入するという言葉は

よくないんですけれども、そういうことをしてあ

げるということが必要なんではないかと思ってい

ます。 

  というのも、今この東那須野地域だけではなく

て、黒磯地域全体に何棟かマンションが建ちます。

それも賃貸ではなくて所有権を持つマンションが

建つと思うんですが、そういうところに何十軒も

の人たちが入ってきたときに自治会をどうするの

かというふうな問題というのは起きないとは限ら

ない。 

  それから、先ほど市長がお話ししておりました

けれども、今度インターができると、あの周辺に

かけてずっと市街地としていろいろ家ができてき

たり、アパートができてきたりするという現実を

考えますと、何かそういう意味の住んでいる方た

ちのトラブルといっては変ですけれども、何か起

きることはあり得ると思うんですね。そういうこ

とに対して、行政というのは何かすべきことがあ

るんではないかと思うんですが、どんなふうに考

えていらっしゃいますか。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  まず初めに、自治会長と行政連絡員のお話をさ

れましたけれども、自治会長と行政連絡員の定義

を改めて申し上げますけれども、自治会長はやは

り地区の事情に精通した方で、地域の住民から選

ばれた地域のリーダーであるというふうに認識し

ております。行政連絡員は市長が市の情報やその

他をいち早く伝達するためにお願いした行政連絡

員、委嘱した、いわゆる非常勤特別職ということ

で、もう全然もともと同一人が214名の方が兼ね

ておりますけれども、もともとの存在そのものが

別な人格を持っていますので、そのことについて

はまずご承知おきをいただきたいと思います。 

  現実的な話としまして、集合住宅、全部とは申

しませんけれども、集合住宅が設置された場合は

その建て主さん、あるいは間に入っている不動産、

会社の方とか、入居されている方が、やはり地域

の代表者の方と集合住宅単位で自治会を組織する

か、あるいはほかの組、班に加入するかとか、そ

ういう協議をなさっていただくというのがまず先

決ではないかと思います。ただ現実的に見ると、

そういう集合住宅に入っている方が実際に自治会

に加入している例は非常に少なくて、その方に対

する行政、自治会からの伝達やその他の情報交換

というのはなかなか現実的には不在であったり、

そういうことで難しいことがあります。 

  そういったことまでを地域の自治会の会長さん、

あるいはその他の役員さんに行政の方からお願い

する、あるいは新たな問題点を投げつけるという

のは非常に難しい問題もあるというふうに考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 自治会とかそういうと

ころに入れないとか入れるという問題につきまし

ては、非常に個々それぞれケースが違いまして、

このことについては個別に来ているものがござい

ますので、委員会なり何なりでこれは後でお話し

したいと思います。 

  もう一つ、トラブルのことなんですけれども、
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実は今回議会に対して陳情も出ているんですけれ

ども、東那須野の地域に住んでいる新しくここ何

年か数年でしょうか、間にできてきている地域の

ところに新しく牛舎が建設されるというようなこ

とが起きていて、それに対してそういうことは何

とか考え直してほしいんではないかというような

声があります。それで、私も全然知らなかったん

ですけれども、その方たちの話し合いの場に出さ

せていただいたときに感じたことで、質問も１つ

あるんですけれども、それはもともと住んでいる、

そこでなりわいとして農業をやっていらっしゃる

方がそこで農業をやっていらっしゃるのはもちろ

ん当然のことですし、そうやって今まで暮らして

きたわけですので、その権利はある。もちろんそ

うやって暮らしている。 

  ところが、そこに新しく住んで何軒かがまとま

って住宅ができてきているというのが、多分平成

になってからの東那須野の地域の実情だと思うん

です。今回そういうことの中で、先ほどの自治会

との関係もあるんですけれども、法律的には何の

問題もない、きちんと法律に照らして建設をしよ

うとしているものであるし、何もまずいことをし

ているわけではないんですけれども、現実として

その近くにそういう農家の建物ができるというこ

とに対して、地元の人たちが全く知らされていな

かったというようなことが起きている。そこに、

市の人たちが出て説明をしておりましたけれども、

何か非常にあんまり納得のいくような説明ではな

かったように私は第三者的にこう見ていて思った

んです。すべて法律にのっとっているからいいと

いうようなことであっては、双方ともに納得でき

ない。つまり、建てる人にとっても納得できない

し、そこに住んでいて自分たちには迷惑がかかる

んではないかと思っている人たちにも納得ができ

ないということで、そういうときにこそやはり行

政が何かもともと税金を使っての事業もあるわけ

ですので、すべきことがあるんではないかと感じ

たのでこの質問をしているんですが、そういうこ

とに関してはどんなふうにお考えでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） この件に関しま

しては、当該地域は皆さんご存じかと思いますが、

農業振興地域の整備促進に関する法律に基づきま

す農業振興地域ということで指定されております。 

  東那須地域におきましては、駅周辺区画整理、

それから市街地周辺を除いたところはすべて農業

振興地域でございます。これは、総合的に農業を

振興する地域でございます。このようなことで、

いろいろ最近になりまして、市街化の進展等がご

ざいます。その中で、やはり住民とのトラブルが

あるということでございますが、今回牛舎として

出ているところはその農業振興地域の中でも特に

農業振興を積極的に振興する地域ということで指

定したところでございまして、ここについては、

特に農業用施設として認められたところでござい

ます。そこに、牛舎を建てるということでござい

まして、先ほど山本議員がおっしゃるとおり法的

に何ら問題はない。また、市の施策上も積極的に

農業をやっていただきたいという地域でございま

す。その中で、だから何でもいいのかということ

にはなりませんで、社会通念上、受忍の範囲を超

えるような行為が行われたということであれば、

それは当然行政指導という中、また家畜排せつ物

法等に違反するような事例があります場合は、県

の方で指導、命令等が出るということになると思

います。 

  いずれにいたしましても、お互いに総合的に譲

り合って協力し合いながら、あの地域の振興を進

めていっていただきたいというのが市の考えでご

ざいます。 
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  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） おっしゃるとおりだと

思うんです。ですけれども、現実にやはりトラブ

ルが起きているのも事実でして、現場を見せてい

ただいたんですけれども、やはり何というんでし

ょうか、確かに農業振興地域の最重点地域だと言

われてしまえばそうだとしか言いようがないんで

すけれども、その田んぼの中にもとはどうだった

のかわからないんですが、家が多分20軒ほどでき

ている。そのすぐ近くにあそこは田んぼの中だっ

たので、多分住み始めた方はここだったら田んぼ

の周りで景色がよくてということで住み始めて、

外から転居していらしたんだと思うんですよ。 

  ですが、何の当初多分説明がないまま建ち始め

てしまうと決まったのは、田んぼの中の一部であ

ったという。それはその方の土地であるのでやは

りそれも問題はないんですね。すべて一つ一つ多

分問題の違法していることはない。けれども、そ

こにトラブルが起きていて、聞いていると青天の

へきれきだというような感じで住民の方は思って

いるわけです。どうしても嫌だと、それは許せな

いという、もうそういう感情、そういう気持ち、

そして多分そういうふうに実際まだ建っているわ

けではないので、そのトラブルが起きているわけ

ではないんですが、現実のそのにおいとか音とか

何か起きているわけではないんですが、そうなる

であろうということで心配なさっている。 

  やはり那須塩原市の駅前、そしてそれをずっと

行くとアウトレットができてインターに行くとい

う、本当にあの広い道路の何かすぐ近くに家があ

って、そして牛舎が建つというようなことに対し

て、何かもう少しできないのかなというのが私の

本当に正直な気持ちなんです。それで、またトラ

ブルが起きてしまったらそこの住んでいらっしゃ

る方たち、同じところの地域の方たちが、市に対

して住んでよかったとは決して思わないというこ

とで、もう少し何か方策はないのか。これ以上部

長としては答えようがないのかもしれないんです

けれども、市長さんはどんなふうにお考えなんで

しょうか。 

○議長（植木弘行君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） 土地の利用につきましては、

先ほどご説明を申し上げましたとおりでございま

す。 

  そういう中で、これから心配があるということ

で今トラブルがあるということも事実承知をいた

しております。 

  まず、先ほども自治会との話がございましたけ

れども、そこに新しく住んだ方、あるいはもとも

と住んでいた方、そういうものの意思の疎通をま

ず図っていただくことが一番大事なんだろうとい

うふうに思っております。当面、牛舎を建てたい

という方は農振の地域の中でありますので、建て

ても心配ないという考えのもとで始まったんだろ

うというふうに思っておりますし、市の行政の中

でも決してそれは悪いことではないというふうに

認識をせざるを得ません。 

  そういう中で、心配をしておる方々はにおいと

かハエとかそういうものが心配だということにな

るんだろうというふうに思っております。当面そ

ういう中では、お互いにつくっちゃだめですよと

いうそういう話が先であってはお互いに話し合い

になりませんね。私はそう思っているんです。話

し合いというのは、お互いがどういう理解でし合

って話し合うかということが原則になってくるん

だろうというふうに思いますので、一方的な考え

方で話し合いをしてこれは曲げられませんとどっ

ちも言ったら話し合いになりませんね。ですから、

住民の意思を確認し合う、そこにお互いに住むと、
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お互いに生活をするんだという中では、そういう

部分で十分本人同士と申しますか、地域を含めた、

こういう中で話し合いをしていただきたいという

ふうに思っております。 

  行政がこっちがいいですよ、こっちが悪いです

よと判断しても、それは片っ方は納得しないとい

うのが現実的な話だろうというふうに思っており

ますので、そういう中で十分お互いに話し合って、

お互いに住める、生活のできる立場をつくってい

ただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 私もそういうふうに思

うんです。双方がやはりうまく折り合って住み続

けられなければいいまちづくりができないし、と

思うんです。現実に今そういうトラブルが起きて

しまっている地域の住民同士というか、対立をし

てしまっている形になっているような感じがいた

しますので、その話し合いをするという、してい

くときには、何か２回話し合いをしたときにきち

んと行政の方も出てきてはいらっしゃったみたい

なんですが、本当に中立の立場をとっていただい

て両方が何とかうまく住み続けていけるような形

をとっていただきたいというふうに思います。 

  このことについては、産業観光常任委員会に多

分出ている陳情について審議がなされると思いま

すので、あとについてはそこの委員会に任せたい

と思います。 

  ということで、以上で私の市政一般質問を終わ

りにいたします。 

  どうもありがとうございました。 

○議長（植木弘行君） 以上で、21番、山本はるひ

君の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで昼食のため休憩といたします。 

  午後１時会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 若 松 東 征 君 

○議長（植木弘行君） 次に、23番、若松東征君。 

〔２３番 若松東征君登壇〕 

○２３番（若松東征君） 午後の一般質問をさせて

いただきます。何か皆さんこうリラックスしてく

ださい。眠くなっちゃうかもしれませんから、な

るべく眠くならないようにやりたいと思うんです

けれども、午前中の疲れであれかなと思いまして。 

  それでは、議席番号23番、若松です。第１回目

の質問に入らせていただきます。１、２と３と４

まであります。 

  その中で、１番の道路行政についてをお伺いい

たします。 

  渋滞の緩和について。 

  市道幹Ⅰ－21号、国道400号上赤田交差点につ

いてお伺いいたします。 

  赤田工業団地から国道400号線に向かっての渋

滞は朝夕を中心に、私も１週間くらい通ってみた

かなと思うんですけれども、激しさが物すごく増

していますね。右折車線に前方が引っかかるとな

かなかだめだという原因をどう踏まえているのか。

特に、交差点付近の渋滞は激しいと感じる。現在、

県において計画が進められているが、改良の内容

と早期に整備が必要と考えるが、これからの整備

の予定は。お伺いいたします。 
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  (2)市道224号線上厚崎長久保線の道路拡張につ

いてお伺いいたします。 

  ①124号線黒磯大田原１号線の交差点から市道

224号線上厚崎長久保線について伺います。 

  市道224号線は通学路にもなっているにもかか

わらず、幅員が狭く車がすれ違うことができない。

市民からは昭和60年８月に同意書も提出している。

昭和61年３月25日に黒磯測量共同企業体が測量を

完了していると聞いております。早急に全線整備

が必要と考えるが整備の予定はどのようになって

いるかお伺いいたします。 

  続きまして、(3)市道335号線（埼玉外周東線）

の拡幅や歩道の整備についてお伺いいたします。 

  市道335号線の道路については再三、一番早い

ところで平成、初めて議員になったころに１回や

ったような記憶があります。それからかなり時間

はたっておりますが、再三質問しているが、学童

の安全対策はどのように考えているか。 

  近年、埼玉地区が住宅の増加に伴い、通勤・通

学者の危険性が増している。自転車や歩行者が安

心して通行できるような道路拡幅や歩道の早急な

整備はできないか、再度お願いいたします。 

  大きな２問目、有害鳥獣駆除についてお伺いい

たします。 

  先月５月ですけれども、３日間有害駆除をやら

れたと思います。５月に実施された市内の有害駆

除の成果についてお伺いいたします。 

  ②市民からの有害駆除に対する要望及び意見が

あったかどうか、内容別に知りたいと思います。 

  ③有害駆除にかかわる猟友会の会員数並びに年

間の補助金についてお伺いいたします。 

  猟友会全員の数と有害駆除対応の許可を受けて

いる会員数を、わかりましたらお聞かせ願いたい

と思います。また、駆除毎にどの程度の人員が必

要なのか。補助金は総額で幾らか。補助金は駆除

別にどのように割り振られているかお聞きしたい

と思います。 

  続きまして、福祉の件について、３ですね。福

祉行政について。 

  高齢者介護予防施設についてお伺いいたします。 

  ①シニアセンターの指定管理者が企業組合労協

センター事業団に管理委託され１年が過ぎ、多様

化する住民ニーズにこたえ、より効果的、効率的

に施設管理を行っていると思います。コスト縮減

を図るのが目的であるが、管理指導はどのように

行っているかお伺いいたします。 

  次に、最後の４番、環境行政について。これは

18年12月の一般質問でも質問しております。 

  水道水源保護条例についてお伺いいたします。 

  住民の水道にかかわる水質の汚濁を防止し安全

で良質な水を確保するためにその水源を確保する

とともに、きれいな水を住民が享受する権利を守

り、もって現在及び将来にわたって住民の生命及

び健康を守ることを目的とする水道水源保護条例

を制定することはできないか。 

  このことについては、18年12月に一般質問して

いますが、市長はこのとき答弁で「現在策定を進

めている土地利用計画及び市環境基本計画を見据

えながら有効に機能する条例制定が可能かどうか、

今後とも研究していきたい」と答弁をいただいて

おります。今後ともどのような研究をされたのか

お伺いしたいのと、なるべく条例制定に向けてい

い答弁ができるようよろしくお願いいたします。 

  これで１回目の質問は終わります。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 23番、若松東征議員の市政

一般質問にお答えをいたします。 
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  １の道路行政の(1)についてお答えをいたしま

す。 

  本交差点の周辺には、西那須野塩原インターチ

ェンジや３つの工業団地があり、通勤や物資輸送

などの交通量が増加し、交差点での慢性的な渋滞

が発生をいたしております。 

  このようなことから、平成18年度から県と市が

一体となった整備に着手をし、平成22年度には供

用開始を予定しております。 

  現在、県では平成19年度に国道400号と西那須

野那須線の用地補償を行い、平成20年度から工事

に着手し、平成22年度には事業が完了する予定と

伺っております。 

  このほかにつきましては、建設部長、産業観光

部長、市民福祉部長、水道部長より答弁をいたさ

せます。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 続きまして、道路行政

について、(2)(3)についてお答え申し上げます。 

  市道224号上厚崎長久保線についてお答えいた

します。 

  この路線は一部の改良区間を除きまして、対面

通行ができない狭隘市道であることは認識してお

ります。 

  しかしながら、この路線は交通量、渋滞状況、

全市的なネットワーク形成の寄与等を総合的に評

価した上で策定した道路整備基本計画には位置づ

けられておりません。 

  したがいまして、現時点での整備予定はなく、

本計画の見直し時点において検討してまいりたい

と考えております。 

  なお、ご質問の中の同意書及び測量について申

し上げますと、同意書につきましては道路台帳の

整備に伴い市道用地と隣接民地との境界について

沿線地権者が同意したもので、市道の拡幅整備に

関し同意したものではありません。また、昭和61

年３月に黒磯測量共同企業体が行った測量は、道

路台帳図作成のため実施したもので、拡幅整備を

前提にした路線測量ではありませんので、ご理解

いただきたいと思います。 

  次に、市道335号埼玉外周東線の歩道整備の質

問にお答えいたします。 

  この路線の歩道整備の必要性は認識していると

ころでありますが、道路整備基本計画における位

置づけや財源等を考慮しますと、早期の整備は大

変難しい状況にあります。 

  このようなことから、通学の安全対策といたし

まして、市道と並行する市管理道路への振りかえ

も教育委員会や学校と相談していきたいと思って

おります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 初めに５月に実

施いたしました市内の有害鳥獣の結果についてお

答えいたします。 

  ５月17日から19日までの３日間、市内一斉にカ

モ、カラス、キジバトの有害鳥獣捕獲を実施いた

しました。 

  ３日間で捕獲した数はカモが463羽、カラスが

435羽、キジバトが94羽となっております。 

  次に、市民からの有害鳥獣捕獲に対する要望や

及び意見については、カモ、カラスなどの鳥類や

猿、クマ、シカなどの獣類による農作物の被害が

多くあるため、多くの農家の方々から捕獲をして

ほしいとの要望があります。 

  意見としては、カモ、カラスなどの捕獲は銃器

を使用するため、銃器に対する危険性や音につい

ての意見がありました。そのため、安全性を考慮

し、住宅密集地での捕獲は極力避け、農地や山林

周辺において、児童・生徒の通学時間帯を避けて
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実施いたしました。 

  また、市民への周知につきましては、市の広報

誌や班回覧文書及び広報車により周知を行ってお

ります。 

  次に、有害鳥獣捕獲に携る猟友会会員数及び年

間の補助金についてお答えいたします。 

  猟友会の会員数につきましては、猟友会那須北

支部に黒磯地区と西那須野地区から188人、猟友

会塩那支部に塩原地区から51人が会員となってお

ります。 

  有害鳥獣の捕獲の許可を受けている会員数は、

猟友会那須北支部会員が87名、猟友会塩那支部会

員37名が許可を受けております。 

  また、対策ごとに必要な延べ人数は、平成18年

度の実績でカモ、カラスなど対策に対しまして

292人、クマ対策に676人、猿対策に259人、シカ

対策に146人となっております。 

  これらに対します要する経費は、補助金ではな

く委託料として、平成18年度は総額335万3,500円

を支払いいたしました。委託料はそれぞれの捕獲

対策に必要な人数に対して支払っております。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） それでは、福祉行

政についてお答えいたします。 

  シニアセンターの管理指導につきましては、基

本協定書及び協定書に基づき行っております。 

  具体的には、管理にかかる業務の実施状況、施

設の利用状況、利用料金等の収入の実績及び管理

にかかる経費の収支状況を記載した事業報告書と

月報の提出、業務実施状況の確認のための施設へ

の立ち入り調査及び業務実施状況や管理業務にか

かる経費等の収支状況についても説明を求めてお

り、また仕様書等に示した条件を満たしていない

場合には業務の改善勧告も行っております。 

  今後も随時指導管理、打ち合わせ等を実施し、

介護予防事業等が適切に行われるよう、あわせて

指定管理者制度の目的が達成されるよう努力して

まいります。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 水道部長。 

○水道部長（君島良一君） 水道水源保護条例につ

いてのことでございますが、水道水源保護条例の

研究につきましては、他自治体の水道水源保護条

例の実態並びに水源保護地域などの検討を行って

いるところでございます。 

  そういうふうな中で、現在も市土地利用調整基

本計画及び市環境基本計画が策定中でございます

ので、それらを見据えまして、さらに検討してま

いりたいというふうに考えております。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） ２回目の質問に入らせて

いただきます。 

  １の道路行政についてということで、今、市長

から答弁をいただきまして、18年度から県と市で

ということで、ちょっと私聞き間違ったかどうか

わからないんですけれども、平成22年度に完了と

いうことの答弁をいただいてすごくあれだなと思

うんですけれども、その間なぜかと申しますと、

あそこの道路はお互いの工業団地の入り口で、ど

うしても国道400号に幹Ⅰ－21号の交差で右折帯

がないということでそんなに込むのかなと思って、

時間帯をずらしたり、また夕方とか行って見てま

いりました。そんな中で、その間何とかいい方策

がとれたらなと思うわけなんですけれども、計画

があり、それに随時やっていくというわけなんで

すけれども、何かその間にいいお考えでもありま

したらちょっとお聞かせ願いたいと思うんですけ

れどもどうでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 
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○建設部長（向井 明君） 先ほど市長が申し上げ

ましたとおり、計画的に道路整備をするというこ

とでございますので、現在のところこれといった

新しいその間の急場しのぎの施策はちょっと今の

ところ見当りません。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 急場しのぎは見当らない

という形みたいですね。 

  そうすると、もう少しこう突っ込んで説明して

いただきたいのは、400号の改良工事と幹Ⅰ－21

号線の改良工事が同時進行だと思うんですけれど

も、あれは全体的に４車線でいくのかなと思うん

ですけれども、じゃ国道400号を塩原に向かって

上がるときにどの辺から４車線化でくるのか、も

しわかりましたら、わかる範囲で結構ですけれど

も。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） あそこの交差点につき

ましては、正確に言いますと路線が３路線が入っ

ているという形になります。議員、先ほどご指摘

の400号線、これにつきましては交差点から上下

塩原に向かって200ｍ、それから西那須野側に向

かって200ｍの整備を予定しております。これを

４車線で計画をしております。 

  それから、黒磯地区の方から参りまして工業団

地の前を通りまして400号線に向かう、要するに

県道、現在県道でございます、西那須野那須線で

ございますね。これにつきましては、約400ｍを

整備するということでございます。現在工業団地

のところで４車線が終わっていると思いますが、

そこのところから400号の方に向かいまして大体

80ｍほど上に上がったところに整備される、の方

に法線が持っていかれるという形になります。 

  それから、もう１車線、市道の幹Ⅰ－21でござ

いますが、その西那須野那須線に接続する道路と

いうことで、市道幹Ⅰ－１までの間400ｍにつき

ましてやはり整備されるということで３路線を整

備するという形になります。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 明確にありがとうござい

ます。 

  これはちょっと幹Ⅰ－21ということで、要望に

なっちゃうんですけれども、今答弁をいただいて、

この件は多少了解というか早目にやっていただき

たいなということで22年度をめどにということな

ので了解をいたしました。 

  この件の幹Ⅰ－21、江口工業団地から来てあそ

こは坂が上がって、あそこにセブンイレブンがあ

りますね。この前たまたま日曜日か土曜日かわか

らないですけれども、地元の方から電話をいただ

きまして、２時間ぐらい水没しちゃったんだとい

う形があるもんですから、その辺も何らかの形で

県の方にちょっと要望を出していただきたいと思

うのと、その区間も将来はできるんだと思うんで

すけれども、あそこも２車線なので一番込む時点

なものですから、その辺も何らかの対策をとって

いただきたい、これは要望でございます。 

  それで、１の道路行政についての渋滞緩和、納

得いたしました。 

  続きまして、(2)の市道224号線の上厚崎長久保

線の道路拡張についてですが、先ほど部長からの

答弁はああそうだったのかなという形で受けとめ

たんですけれども、隣接する地主さん並びにあそ

こを通る方にはそんなようなあれではないみたい

な気がしまして、私の手元にそれがあるんですけ

れども、そういう説明がなされてやられたんだか

どうだかわからないんですけれども、その辺が。 

  それとなぜこれを取り上げたかなというのは、

歴史は古いみたいですね。昭和60年ですから。そ

の間に各先輩議員さんらがいろいろとやってきた
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んだというお話を聞きながら私のところにたまた

ま来たんですけれども、そうすると同意書はもら

った。そうすると、測量はしたけれども、そうい

うもののあれではないという建設部長の答弁をい

ただいたんですけれども、現にあそこを通ったと

きにどう思うか。通られましたか、最近。その辺

お願いします。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 答弁書作成に当たって

は、現場の踏襲というのはもう必然的なことだと

思っております。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） しつこいようですけれど

も、あの道路については入り口が大体２ｍ50ぐら

いですね。それで、大田原１号線はかなり広く改

良されまして、あそこが通勤にかなりのスピード

で通っています。たまたま124号に大田原１号線

から右折した場合の事故が多発しているんです。

なぜかというとよけられない状態、それと入った

状態で今度大田原１号線で見通しがきかない、バ

ックが効かないという形が通っております。そこ

に南部公民館がありますけれども、南部公民館の

方は拡張されているんですよね。広い道路になっ

ていますよね。その辺を勘案してどうなんでしょ

うかね、これは。そういう危険性があるというこ

とで安全・安心な暮らしということで、その辺も

う一度答弁よろしくお願いします。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） ただいまの質問につき

ましては、十字路の改良ということだと思います。

取りつけ部分だけの改良でもというお話じゃない

かと思われるんですが、この十字路の改良につき

ましては、若干国道から４号方面の方は約幅員６

ｍで整備されております。長久保方面の幅員は約

４ｍでやや変則な十字路になっております。その

ような状況にありまして、この十字路の改良につ

きましては、地権者の意見はもとよりでございま

すが、未改良部分を全部含めた法線計画を考える

必要があると思います。 

  そういったことから、先ほど申し上げましたと

おり、道路整備基本計画を見直す中で検討してま

いりたいと、このように思っています。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 見直しの中で検討してい

ただくということなんですけれども、それもいつ

ごろ見直されていつごろ答えが出てくるのかなと

いう時間帯もちょっとままならないのかなと。 

  できれば、あそこの入り口だけでも何とか改良

していただけないかなという思いもあります。入

ってすぐに２ｍ50です。私測ってきましたから。

入った途端にあそこでかなり車が全損になってい

るのもあります。お互いに地元の方だから、まあ

いいやという形で話し合いで進めているみたいな

んですけれども、あそこを自転車で子供たちも通

る。そういう道路状態なものですから、せめて入

り口の何十ｍかでもうまいぐあいにできないもの

かなと、再度お願いいたします。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 今の件につきましては、

先ほど答弁したとおりでございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 答弁は聞いているから再

度頼んだんですけれども、部長申しわけないです

けれども、１回通ってみてくださいよ。どのくら

い危険だかわかりますから。その辺もよく勘案し

て、わずかでもいいと思うんですよね。そこで、

すれ違えるぐらいのものをどうか考えていただき

たいということなんです。またこれで事故があり

ますと、うちの方の地元の方はすごいぞ、おめえ

ちゃんとやってんのか、議員として働いているの
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かという苦情を毎日のように受けております。た

だこれ無理じゃないと思うんですよね。その辺を

もう一回よろしくお願いします。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 議員のおっしゃること

につきましては、十分ご理解を示すところでござ

いますが、現在の状況といたしましては、道路部

分が傷んだとかそういった部分につきましては補

修等は行いますが、現在のところ整備する予定は

ございません。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） じゃ部長より角度をちょ

っと変えてみます。 

  平成19年度市政運営方針ということで市長が述

べられているものがここにあります。これを引き

出しちゃ違うんじゃないか言われるもしれないん

ですけれども、「不断の改革に努めながら生活に

密着した幅広い行政分野の責任者として11万

5,000の市民のために全力を」と書いてあります

ね。その次、市政運営の基本姿勢ということで、

「３年目の市政運営に当たっても絶えず市民の目

線に立ち公正・公平」と書いてあります。市の一

体感ということで、一つ一つ読むとすごいなとそ

ういうことが書かれている。 

  その中で、ほんのちょっとの予算でも市長、つ

けてもらってこういうのどうでしょうかね。市長

にちょっと答弁を求めます。 

○議長（植木弘行君） 副市長。 

○副市長（君島 寛君） 私から前にちょっとご答

弁を申し上げたいと思いますが、平成19年度の市

長の市政方針、それは先ほど議員がおっしゃられ

たとおりでございます。 

  しかしながら、行政の運営と申しますのは、や

はり計画的なものというようなものは十分にご理

解をいただきたいというふうに考えております。 

  先ほどから建設部長が答弁をしておるわけです

けれども、できるものとできないもの、こういっ

たものはやはり十分にご理解をいただきながら行

政の運営に当たっていく。その辺のところは執行

部とそれから議会、ある程度やはり理解をいただ

きながら事業を展開してまいりたいというふうに、

私ども考えておりますので、十分ご理解をいただ

ければというふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 折り返して帰るわけにも

いかないし、大変だな、これは。 

  一応先ほどの建設部長の答弁をいただいていま

すけれども、そうするとあそこの地主さんはこう

いうものをもらった時点で、果たしてそれがただ

の測量だったんだか、同意書とかありますね、こ

れね。かなりの数の。そういうものが何もなけれ

ば言わないんですけれども、じゃ昭和60年にさか

のぼるわけにはいかないんですけれども、その当

時はそういう計画があったんじゃないかなと思う

んですよね。その辺は地元の方もそういう形で、

またここに付随するのは税金の問題で道路になっ

ているんだけれども催促が来たんだよというお話

も聞いているんです。なんで道路になっていると

ころ税金を払わなくちゃならないという形の中に

いくと、ある程度の計画があってこれがなされた

と私は思うんですけれども、その点どうでしょう

か。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 昭和61年３月の測量等

につきましては、先ほど申し上げましたように、

道路台帳図の作成の折にそういった隣接の方々の

境界の同意をいただいたというものでございまし

て、決して市道の拡幅整備に関しましてもらった

ものではございません。 
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  市内に道路台帳整備について、そういったもの

につきましてはすべてこういったような形をとっ

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） じゃ角度を変えて、もし

見直される場合は緊急性ということで、これも頭

の中に建設部長入れていただきたいんですが、そ

の辺をよろしくお願いをいたします。 

  同じ答弁が何回も返ってくるようで、大変皆さ

んも眠くなっちゃうんじゃないかと思いまして、

何とかこれを取りつけようかなと思ったわけでご

ざいますけれども、ひとつその辺の見直しについ

てもいろいろと予算もあることですけれども、せ

めて入り口だけでも10ｍでもいい。そのぐらいで

もいいから何とかその辺も、万が一また事故でも

ありましたら大変なことになるし、もし事故でも

ありましたらその方と一緒に建設部長に知恵をか

りに行きますから、その辺もよろしくお願いいた

します。 

  堂々巡りになっちゃうもんですから、この辺は

(2)の市道224号線については納得はしないんです

けれども、よろしくお願いいたします。 

  (3)の市道335号線埼玉外周東線のことは再三同

じような答えが返ってきまして、ちょっと違った

かなというのは、学童のあれを変えるということ

ですね、先ほど。あそこはあれを上がって行くと

もとの利根川議員さんの方に分線が曲がってきま

す。高速道路を上がってみると、そこからちょっ

とまた広がっているんですよね。あの間だけが狭

くなっている。また、そこの332号を那須に向か

って上がるとカーブになっていまして、そこの農

家を過ぎて、左を真っすぐ行くとまたそこから広

くなっているんですよ。そこだけが取り残されて

いるんですよ。その辺はどんな計画でそうなされ

てきたのか、私もちょっとわからないんですけれ

ども、大体狭い部分、分水からもとの利根川議員

の方へ曲がるところを除きますと、きのう測って

みたら1.4kmですね。県道の埼玉小学校前までの

十字路までが1.4kmあります。そして、そこに生

活道路並びに工業道路とは言わないんですけれど

も、結構大きな車も入る。そこで、通勤・通学、

それから朝など行っていただけるとわかるんです

けれども、子供たちあそこに物すごい勢いで流れ

てきます。かなり危険です。ついこの間も、１台

軽の乗用車なんですけれども、子供の飛び出しか

何かで全損をしております。 

  そういう中にあるんですけれども、その辺は現

在では舗装されているところが５ｍだと思います。

ここでなんで水路出さなかったと。水路の問題を

出すと、それは話が違うとか違う問題ですよと言

われちゃうんですけれども、５ｍで水路が約１ｍ

90、２ｍ近くあるんですよね。そういうものも勘

案して今後かなりの勢いで住宅があそこはできて

くるんじゃないかと思うんですよ。 

  先ほど部長が言われたように、通学道路を変え

て中の方へ入るとますます道路が狭いです。規制

はないですよね、あそこは。十文字に道はきれい

に碁盤のように道はできていますけれども、昔の

農道みたいな状態が舗装になっているような状態

が起きています。その辺を踏まえてどうでしょう

かね、もう一度。検討の余地はないですか、これ

は。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 先ほどご提案申し上げ

ましたのは、今の市道335号線に並行に西側に開

拓道路が現在のところ通っております。現在、こ

の様子につきましては約２件だと思いますけれど

も、農道路が通っておりまして、現在は農業用の

車がたまに通るというような状況になっています。 

  そういったことから、そちらの道路につきまし
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ては、早急に砂利等を入れまして整備をして歩行

者の方に使用していただく。通学とかそういうも

のに整備していただくような考えでお話、ご提案

申し上げたわけでございます。 

  あと県道部分につきましては、その開拓道路が

ちょうど到達する部分まで拡幅されておりますの

で、そういった路線との連携を図ればかえって、

そちらの方が安全ではないかということで、今後

教育委員会と学校の方と協議をしていきたいとい

う考えでご提案を申し上げたところでございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） どういうふうに聞いたら

いいのかな。それはわかるんですけれども、今の

今市事件の問題が起きて、安全・安心というスク

ールガードマンでつくってやっている中を、あそ

こなら目に見えるところですよね、子供たちが通

うのに。あれが違う道路ではどうなんですか。安

全に対して。その辺も考慮して建設部長は答弁し

ているんだかどうか、その辺もまた聞きたいと思

います。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 通学路の中にはそうい

った危険な、その安全・安心と先ほど申し上げま

したが、そういったような部分は確かにあるかと

思います。 

  ただこの道路につきましては、西側といいます

か、そこにつきましては全部農地ということであ

る程度見通しもいいと。そして、片側につきまし

ては農家が点在する住宅地になっております。そ

ういった状況から察しましてそれほどという考え

でご提案申し上げたところでございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 提案ということで。ちょ

っともう１点関連だと思うんですけれども、あそ

こには分水が３本ぐらい国道４号に向かって流れ

ているのかなと思うんですね。そうすると、ちょ

っとまごころ通りという通りもあるんですよね。

地元の名前かなんか知らないけれども、もう一遍

何とか通りってあるんです。そこの水路はふたが

かかっているんですよね。その経過を見るとどう

いう状態でそれはかけられてきたんだかちょっと

わからないんですけれども、その辺もしわかりま

したら２本の道路沿いの水路はふたがかかってい

るような気がするんですけれども、どうでしょう

かね。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 今ふたがかかっている

とおっしゃるのは一番東側の道路じゃないかと思

うんです。 

  これにつきましては、農林サイドで水路整備に

当たって水路にふたをかけたというところでござ

います。 

  真ん中の道路につきましては、現在のところ両

サイドとも側溝整備とかそういったものについて

は水路整備はされておりません。 

  それから、今の335号線のわきにつきましては、

先ほど議員がおっしゃいましたように、1.9ｍの

第２分水と称している那須疏水でございますけれ

ども、これにつきましてはふたがかかってござい

ません。 

  こういった水路の整備につきましては、やはり

土地改良関係の那須疏水等の同意を得なくちゃな

らないということもありますし、そういった協議、

それからあとそこからの現道の拡幅という形にな

りますと相当の費用等もかかります。そういった

ことを考えますと、早急な整備は難しいというこ

とでございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 相当な費用がかかるとい

うことで、財政も厳しいから無理なのかなと思う
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んですけれども、今、部長が答弁の中に那須疏水

ということが出まして、再三私、那須疏水の件を

出してやっていたんですけれども、じゃその那須

疏水の件について協議されたのかどうか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 現在のところ那須疏水

の方とはまだ整備予定等ございませんので、協議

しておりません。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 今後はどうなんですか。

今後はそういう形でそういう観点の中からお話を

進めていくという考えはあるんですか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 整備する時期が間近に

なれば協議していきたいというふうには考えてお

ります。 

  水路のふたかけということになりますので、ま

ず地域の農業者の方とかそういった方のご意見も

いろいろ聞かなくちゃなりませんので、一朝一夕

にはできないとは思っておりますが、一応その近

くの時期になりましたら協議をしたいというふう

には思っております。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） ぜひその件も踏まえて協

議しながら検討していっていただきたいと思いま

す。 

  消化不良がいっぱいできてきまして。 

  じゃ(3)の市道335号線はそういうことなので前

には進まないですね、これ。何とかいい方法をと

っていただきたいなと思います。実際に今、那須

塩原市というか全国で騒がれている少子化対策、

あそこにはかなり子供さん、若い子供さんがいる

ような気がしますよね。若い家庭がどんどんでき

ているような気がしますから、その辺も考慮され

まして将来に向けてよく検討していただきたいと

思います。 

  この335号線についてはこれで終わります。 

  続きまして、２の有害駆除について、先ほどる

る答弁をいただきまして、狩猟免状を持っている

方が316名、有害駆除隊が221名ということで年々

減ってきているのかなという感じもありますけれ

ども、その他、クマ、シカ、猿という人数割が出

ましたけれども、その辺は随分やっているんだな、

大変なんだなということがわかりました。 

  そこで、この補助金というか、委託料とおっし

ゃられましたけれども、委託料が335万3,500円の

委託料を出しているということなんですけれども、

これについてどういうふうな形でその有害駆除隊

に出しているんだか、その辺ちょっとわかりまし

たらよろしくお願いいたします。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） これにつきまし

ては、延べ人数の出役者数、それから今までの経

過等、合併以前からの経過等を踏まえまして、そ

れぞれの猟友会の支部とかそれの駆除班に対して

出しておるわけでございます。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） そうすると、もしこの今

合併しまして、大田原管内の警察管内と那須塩原

市管内ということで、ある程度の合併はできたと

思うんですけれども、それとこの委託料を出すに

当たり、支部というと幾支部にどのくらいずつ出

しているのか、もしわかりましたら、大まかな金

額で私らもちょっとわからないので、その辺がわ

かったらお願いします。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） それでは、カモ、

カラス、黒磯猟友会に対しましては171名で40万

－121－ 



円、塩原猟友会は50名、12万5,000円、西那須野

猟友会は71名で21万円、カモ、カラスについては

以上出しております。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） あとちょっとお話を耳に

はさんだもんですから、今まで県の林務で許可し

ていた有害駆除が市の方に委託されたというか、

市でも許可を出せるようになったと聞いたんです

けれども、その辺はいつごろからそういう形にな

ってクマ、シカ、猿、カモ、カラスとあるんです

けれども、その部分のどれが県の林務で許可して、

その部分のどの部分が市の方で許可が出るんだか、

それわかりましたらよろしくお願いいたします。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 有害鳥獣駆除に

関しましては、原則的に、本市で多分クマなんか

の場合にはことしからだと思うんですが、全部許

可権は市町の方に権限移譲になっております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） そうすると、ことしから

クマ、猿、シカという形で、カモ、カラス、ハト

ですか、が市の方が出すということになったそう

ですね。 

  そこで、お尋ねしたいんですけれども、たまた

ま今回５月に有害駆除が実施された中にどういう

わけか、木、金、土の３日間だったと思うんです。

駆除隊の方も勤めていますね。なぜ日曜日を入れ

なかったんだと、その件について有害駆除の班組

織というのがありますね。そういう方との打ち合

わせを進めながらやったんだかどうか、その辺は

どうなんでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 班長等と相談し

た上で、その辺ならいいだろうということで、特

にその前になりますとバードウィークにかかって

しまうということもございましたので、バードウ

ィークが終わった後で、カモ、カラス、キジバト

の駆除をやったということでございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 班長と相談して、じゃこ

れも要望になると思うんですけれども、来年から

はやはりできれば日曜日も入れてもらいたいとい

う駆除隊の要望もあります。 

  なぜかというと、現状で会社を休んでまででき

ないよという形になるもんですから、正直言って

その有害駆除隊の班によってはまた違うかもしれ

ないけれども、ある班では４時半から出勤しても

らって６時半ぐらいまでやっているところもあり

ます、真面目にね。４時半から大体現地を見て、

とにかく１人だと危険だからということで集団を

組んでやっているというお話も聞いていますから、

その辺を勘案してもらいまして、ぜひ来年度から

は日曜日も入れてもらいたいということをお願い

します。 

  それとできれば、広報でもその間だけはちょっ

と寄り道しないような形でやってもらえれば一番

いいのかなと。通学時間は避けておりますから、

それはあれなんですけれども、そんな形でボラン

ティアでやっているもんですから、なかなか強気

には要望は出せない状態があるので、その辺がし

てもらえれば一番いいかなと。 

  実際からいって、補助金はわかるんですけれど

も、この補助金の配付がどのような形でいつごろ

なされたんだか、ちょっと不明な点があるんです

よね。なぜかというと、げんこつで鉄砲の弾は買

えませんから買わなくちゃならないんです。それ

と駆除隊にお弁当も出さなくちゃならないですね。
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そういうのが一切ゼロでスタートをしているのが

現状でございます。その辺、どうお考えなんだか

よろしくお願いします。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 毎年カモ、カラ

スを始める前に、４月の初旬から中旬にかけまし

て有害鳥獣の連絡会議というものを催しておりま

す。これは、県の機関、それから農業団体、それ

から猟友会の方々、それから地元の行政区の方々

等と相談いたしまして、有害鳥獣の駆除について

いろいろ相談しております。それに基づきまして、

いつごろやるとか、どういうふうにクマが出たら

対応するかとかいうものを相談しておるわけでご

ざいます。 

  今、若松議員の方から話がありました、その委

託料の支払いについては、全体が終わる年度末と

いうことで支払っていた経過がございます。この

ようなことが現状としてあるわけですが、今ご要

望がありましたように、やる前にくれないかとい

うことになりますと何人出るかという部分がわか

りませんので、ある程度実施して終わったら速や

かにその分だけでも部分払いをするというような

ことを今後検討していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） ぜひその辺検討していた

だきたいと思います。何分、日数をふやしてやっ

ているもんですから、実際に今回私、鍋掛地区な

もんですから派出所のお巡りさんにも出てもらい

まして、あいさつをもらいまして、できれば農務

課の方にも来て朝あいさつぐらいもらってもいい

のかなという考えあります。現地を見てもらって

本当にやっているのかやっていないのかという形

を、実践で見てもらえばまた違う考えも出てくる

のかなと思いまして、これは要望ですけれども、

ひとつよろしくお願いします。 

  有害駆除については了解いたしました。 

  続きまして、３の福祉行政についてでございま

すけれども、大体説明でわかりました。それで、

もう少し違う説明が出てくるのかなと思ったこと

があります。 

  それはなぜかというと、委託されてから１年が

過ぎ管理体制が随分変わっているのかなと思うよ

うな気がします。その辺の報告が市の方にいい点

であったのかなと思うんですけれども、かなり新

しい事業をやっているようにお聞きするんですけ

れども、その辺はどうでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） それでは、お答え

いたします。 

  昨年度の議会の一般質問の中でもお答えいたし

ましたように、特定高齢者が若干把握できなかっ

たということで、筋力トレーニング等につきまし

ては、当初計画より実際のところ随分人数が少な

かったということあります。そういったことも踏

まえまして、指定管理事業者の方で介護予防事業

の実施事業という形で幾つか立ち上げをしており

ます。これは昨年12月ころから実施事業を実施し

ておりまして、介護予防の関係で先ほど言いまし

た、特定高齢者相手の事業がなかなか軌道に乗ら

なかったということがあったもんですから、業者

の方で実施事業を実施していったという経緯はあ

ります。現在もそういった方向で実施をしている

ところであります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 何かあるパンフレットを

見て実際にかなと思って行ってみたら、労働者協

同組合というようなパンフレットが私の手元にあ

るんですけれども、これを見ていくとなかなかす
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ばらしいんだなということで、その中で最近実施

しているのがということで、今先ほど説明があっ

たように、介護予防短期運動教室６月コースとい

うことで、これは今募集中なのかなと思いますね。

それと、水中運動教室、これは私ものぞいてきた

んですけれども、かなりいいのかなと思います。

こういう形でどのような申し込み方法やっている

かちょっとわからないんですけれども、パンフレ

ットなどはちょっといただいてきたんですけれど

も、その中で所長さんとちょっとお話をしてきた

ら、すごくいいことを考えているなと思ったのは、

今そこに教育長もいますけれども、もと日新中学

校の校長だったもんですから、日新中との交流も

やったらどうなんですかということで、あとは地

域に出ていろいろなことをあれしたらいいんじゃ

ないですかと。 

  その事業内容としてはすごくそんなようなこと

書いてあるんですよね。そういうことを踏まえて

やっていくのはどうなのかなということで。ここ

に子供から老人までの人と人が支え合える豊かな

環境を再生する拠点ということで出ているんです

けれども、その中にその他もろもろ出ているんで

すけれども、そういう形の中でたまたまあそこに

裏の方に回ったら草がちょっと生えていたので、

こういうのを地域の人にお手伝いしてもらったら

どうなんですかなんて話をしてきたもんですから、

そういう形でどんどん変わっていくのかと思いま

す。そんな形でいい方向に進んでいることは事実

なのかなと思います。 

  この件について、あと５分で、シニアセンター

終わりまして、最後の環境行政について水道水源

条例ということで答弁はいただいたんですけれど

も、なかなか難しいのかなと思います。 

  それで、ここに一番時間を費やすつもりだった

んですけれども、ちょっと難しくなっちゃったね。 

  なぜつくってもらいたいかなということで、国

営那須野ヶ原総合農地開発事業の概要ということ

で、こんなことであのすばらしい疏水ができ、い

ろいろなことができてきたのかなというので、こ

れをちょっと読み上げてみたいと思う。 

  那須野ヶ原は栃木県の北東部に位置し、那珂川

と箒川に挟まれた約４万haに及ぶ広大な扇状であ

る。重要地域はこの扇状の上部からの中央部を異

なる受益半円として旧黒磯市、西那須町中心に２

市２町１村にまたがっている。この地域は北東部

山岳沿いにおいて蛇尾川、木の俣沿岸の一部を除

いて一般に水源に乏しいため、那須疏水が計画さ

れたと。なお、広漠たる雑木平地林が残されてい

るため、さらにこれがちょっとわかんない。既成

田の用水不足を解消し、また安定不安定な畑作か

ら脱却するため、新規の水源確保をするため、農

業開発や地域農民にとって多年の念等はあった。

そのため、栃木県は昭和初期から地下水利用によ

るということで、時間がなくなってきちゃったな。

いろいろ書いてあるんですけれども、それで、農

林水産省ということで昭和25年から28年にかけて

そういうことが至ってきたということです。 

  そこで、昭和35年から42年にかけていろいろな

形でパイロット事業で、昭和41年に国営総合開発

パイロット事業ということで採択され、昭和42年

後半に繰り上げ着工が認められ、現在に至ってい

るという歴史的なものなんですね。そういうもの

がある那須塩原市が水源地だと思うんです。そう

いうものに対して、こういう物すごくすばらしい

ものを守るためにもぜひ水道水源保護条例をつく

っていただきたいなと思うんですけれども、水道

部長、どうでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 水道部長。 

○水道部長（君島良一君） ただいまのお話、疏水

に関してはそのとおりでございまして、私も読ん
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だところでございますけれども、水源保護条例に

当たりましては、いろいろこれまで検討してまい

ってきたわけでございますが、若松議員がお話し

しております水道水源保護条例というのは、水道

の水源、取水の水質を守るために規定されている

条例が多いわけでございまして、そのほかにやは

り環境保全とかそういうふうな面で町全体のいわ

ゆる公共用水域とか疏水とか、そういうふうな水

質の保全、井戸とかの保全を図るための水資源保

護条例というふうな保護条例をつくっている場合

もございますし、環境保全のための環境保全条例

をつくっている場合もございます。 

  私の方の担当といたしましては、検討するに当

たりましても水道の取水にかかわる範囲内での検

討でございますので、そういうようなことで検討

しているわけでございますが、いずれにいたしま

しても、先ほど答弁申し上げましたとおり、現在

やはりそういうふうな水質の保全のために土地利

用計画で考えたらいいのか、またどういうふうに

保全条例等をやっていいのか、いろいろと関係あ

るわけでございますので、それらの策定中、環境

保全基本計画についても策定中でございますので、

やはりそれらとあわせながら検討していくのが最

善の方法だというふうに考えておりますので、質

問あってからまだ半年でございますので、もう少

し検討してまいりたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いします。 

○議長（植木弘行君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

 

再開 午後 ２時１２分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） ぜひ検討していただきた

いなと思います。 

  それで、この前の12月にも述べたかもしれませ

んが、水の大切さということで、私たちの日常生

活にとってなくてはならないものには水がありま

す。しかも、この水は空気と同じように私たちの

健康を保つために最も大切なものの一つです。ふ

だん蛇口をひねれば、いつでもどこでもきれいな

水を使うことができる水道、私たちの快適な豊か

な暮らしを守るライフライン、生命線としてとて

も大切な働き方をしています。水は無限にあるも

のとは思われがちですが、私たちの手でつくり出

すものです。この貴重な水を大切な資源として皆

さんとともに一日でも長く保てるよう努力してい

きたいと思います。 

  それでもう一つ、これは私の言葉かな。だれか

のためにという気持ちでいればごみを道端に捨て

たりする人はいなくなるに違いないと感じていま

す。花壇の花は勝手に咲いているわけではありま

せん。それと同様に、道に捨てられたごみは勝手

にきれいになるわけではないのです。ふだん自分

たちが出すごみ、集めたり……。 

○議長（植木弘行君） 若松議員の質問時間がなく

なりました。 

  以上で、23番、若松東征君の市政一般質問は終

了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 東 泉 富士夫 君 

○議長（植木弘行君） 次に、８番、東泉富士夫君。 

〔８番 東泉富士夫君登壇〕 

○８番（東泉富士夫君） 議席番号８番、東泉富士
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夫です。通告制により３問について質問をさせて

いただきます。 

  それではまず１問目ですが、塩原温泉開湯1200

年祭を経た反響について伺います。 

  塩原温泉開湯1200年祭は、昨年より観光協会等

を初め本市を挙げて大々的に開催された。その後

の反響について伺いたいと思います。 

  また、箱の森プレイパーク入村者、もみじ谷大

吊橋、塩原もの語り館、塩原温泉華の湯など主な

施設の入り込み数及びホテル、旅館等の宿泊数に

ついて、平成17年度と比較し増減の割合はどのよ

うに推移しているか伺います。 

  次に２問目、塩原観光地活性化のためのもみじ

の植樹について伺います。 

  今日まで多くの人々の努力により塩原観光地は

紅葉時に多くの観光客でにぎわっている。今後さ

らに地元地域を初め関係者の努力によって塩原観

光地の一帯がもみじ一色で染まるようなことにな

れば、全国から年に一度はぜひ塩原温泉に行って

みたいという観光客が相当ふえてくるものと確信

をいたします。 

  そのためにはぜひとも行政に長期展望を見据え

ていただき、まず日塩もみじラインを初め国道

400号、遊歩道、大沼公園とありとあらゆる可能

な場所にもみじを植樹することが可能になれば、

将来５年後、10年後には名実ともに日本一のもみ

じの観光名所になって多くの観光客の皆さんに宿

泊をしながら楽しんでいただける塩原温泉になっ

ていくものと思いますが、どのようにお考えかお

伺いします。 

  次に３問目、多重債務者対策について伺います。 

  今、多重債務は大きな社会問題になっている。

高い金利を支払うために、多くの消費者金融から

借金を繰り返す借り手が多く、高金利の違法業者

に、ヤミ金融に駆け込む例が後を絶たないと言わ

れる。政府はすべての市町村で多重債務問題の相

談に応じる体制を2009年度末までに整えると言わ

れているが、本市の現状について伺います。 

  ①本市の多重債務窓口相談体制の整備はどのよ

うになっているか。 

  ②多重債務者の相談は年間何件ぐらいあるか。 

  ③多重債務によって家庭崩壊や自殺未遂等につ

ながってしまった例などは年間何件ぐらいあるの

かお伺いします。 

  以上、最初の質問とさせていただきます。 

○議長（植木弘行君） ８番、東泉富士夫君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） ８番、東泉富士夫議員の市

政一般質問にお答えをいたします。 

  私からは、１の塩原温泉開湯1200年祭を経た反

響についてということでお答えをいたします。 

  昨年オープンいたしました湯っ歩の里を中心に

各種イベントを実施し、各メディアを巻き込んで

ＰＲを行った結果、塩原温泉の知名度は上がった

ものと考えております。 

  平成18年度の入り込み客数につきましては、若

干の伸びはあったものの、宿泊者数の伸びにつき

ましてはつながらなかったのは事実でございます。 

  また、開湯1200年を記念に新商品の開発を行う

など観光関係者にも意欲が出ている傾向にあり、

活性化につながったものと考えております。 

  主な観光施設の入り込み数及びホテル、旅館等

の宿泊客数についてでありますが、さっきも述べ

ました湯っ歩の里のオープンの相乗効果により各

施設の入り込み数は増加傾向になっております。 

  平成18年度における各施設の入り込み数と前年

との比較では、箱の森プレイパークは５万3,547

人で1.6％の減、もみじ谷大吊橋は30万8,380人で
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2.1％の増、塩原もの語り館は11万1,665人で

21.5％の増、塩原温泉華の湯は４万204人で５％

の減、奥塩原オートキャンプ場は2,165人で

31.1％の増となっております。 

  なお、宿泊者数は92万1,716人で1.4％の減とな

っておりますが、記念事業等を行ったことで宿泊

者数の大幅な減少を食いとめられたものと思って

おります。 

  このほかにつきましては、産業観光部長、生活

環境部長より答弁いたさせます。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 塩原温泉地域の

もみじの植栽についての質問でありますが、塩原

温泉にもみじが植栽されましたのは昭和43年ころ

と聞いております。当時は自然公園指導員が中心

となり、現在の国道400号沿いや観光施設等に植

栽をし、その後昭和63年５月に官民協働で塩原観

光緑化推進協議会が組織され、会員からの会費と

市からの補助により運営を行っており、同協議会

が継続的に毎年200本程度、各観光施設や主要道

路沿線に植栽をしており、現在までに塩原温泉全

体では約２万本のもみじを植栽しております。 

  今年度は４月28日に塩原温泉の入り口でありま

す通称関谷の大曲地区に同協議会で200本のもみ

じを植栽したところです。 

  今後、市といたしましても、国・県・観光関係

団体等と連携を図りながら継続的に植栽し、塩原

温泉をもみじの観光名所にしたいと考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 私の方からは、３

番にあります多重債務対策について３点のご質問

がありますが、順次お答えをさせていただきます。 

  まず、本市の多重債務の窓口相談体制の件でご

ざいますけれども、いきいきふれあいセンター内

に設置してあります那須塩原市消費生活センター

で、消費生活に関する相談といたしまして、平日

の午前８時30分から午後５時までの間、所長及び

５名の非常勤の相談員によりまして対応している

ところであります。 

  また、西那須野支所及びハロープラザでの消費

生活相談員によります巡回相談や社会福祉協議会

へ委託いたしまして、弁護士による無料法律相談

なども実施をいたしまして対応に努めているとこ

ろでございます。 

  次に、多重債務に関する相談件数についてでご

ざいますが、消費生活センターで受けた昨年の実

績は127件となってございます。 

  最後の多重債務により、家庭崩壊や自殺未遂に

つながってしまった件数がどのくらいあるかとの

ご質問でございますけれども、消費生活センター

ではより専門的知識等が必要となることから、必

要に応じまして弁護士会や司法書士会を紹介して

おり、事後の追跡調査はしておりませんので件数

について把握をしておりません。 

  以上で答弁を終わります。 

○議長（植木弘行君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） それでは、再質問をさせ

ていただきます。 

  まず第１問として、ただいま塩原温泉開湯1200

年祭を経た反響についてご説明をいただいたとこ

ろでございます。 

  これにつきましては、現在数字等もいただいた

わけでありますが、本市の観光施設の入り込み数

とホテル、旅館等の宿泊については、総体的に見

ると本市においてはプラスの施設もあればマイナ

スもあり、全体として横ばいだったのかなと、こ

んな感じもするわけでございます。 

  また、ホテル、旅館等の宿泊数につきましては、
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前年度に比べて、これ若干先だってちょっとお聞

きしたわけですけれども、平成17年は前年度と比

べてマイナス９万4,512人でありましたが、18年

度はマイナス１万2,779人ということで、全体と

してはマイナスでありますが、この最小限に抑え

ることができた。これは1200年祭の効果のあらわ

れであったのかなと、このようにも感じておりま

す。 

  しかし、今後塩原の観光地を活性化し、プラス

に転じていくことはそう簡単なことではないと、

このように思うわけです。しかし、このままの状

態でいくならば、やはり徐々に宿泊客も減少して

いく可能性が私は強いんではないかと、このよう

にも思います。そのような状況から、打開策とし

て今後本市はどのようなお考えをお持ちか、お伺

いをしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 1200年祭という

ことで昨年度実施したわけでございますが、19年

度以降どうするのかということでございますが、

1200年祭でアップした知名度、これを生かして今

後戦略的に取り組むべきであるというふうに考え

ます。 

  継続事業といたしましては、足湯寄せ、それか

ら観光マイスターというものは今後とも続けるわ

けでございますが。これ以外にどうやったらばせ

っかく減少を食いとめられたという状況の中で、

今後どのように取り組むのかということは非常に

難しいことかと思いますが、まず１つは、そのよ

うな大きなことではなくて、各観光事業者、旅館、

それから物産展等が取り組めるものからどんどん

取り組む。 

  具体的に言いますと、今インターネットの時代

でございますので、お客さんで来ていただいた方

のメールアドレスを教えていただいて、それぞれ

塩原温泉の四季の彩り、これをそれぞれのお客様

に送ってあげるとか、塩原温泉に来てみませんか

とか、そういうことでちょっと地味にはなるかと

思うんですが、そのような形での取り組みの中で

着実に宿泊客数を伸ばしていく以外ないんじゃな

いかと。また、それ以外にもいろいろ考えられる

ことがあるわけでございますので、関係観光団体

等も協議をしながら取り組みについて検討してい

きたいと思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） ただいま部長の方から地

道な積み重ねで観光客、宿泊数をふやしていきた

いということでございますが、ぜひやはり相当こ

れはずっと例年というか、ここ５年10年見ると決

して観光客、宿泊数は年々減る傾向にあるんです

ね。ですから、少々というか、現状、今までの状

況での努力だとなかなかふやすというのは難しい

のかなと思いますので、さらなる何か思い切った

ものを知恵を出していただいて、行政の方もぜひ

頑張っていただきたいと、このように思うわけで

あります。 

  ちなみに、そこでちょっと、もしおわかりであ

ればお伺いしたいと思うんですが、前回昨年から

やってまいります観光、塩原温泉1200年祭、市と

してはどのくらいの助成金というか、補助という

か使われたのか、若干もしおわかりであればお伺

いしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 確実な数字は存

じておりませんけれども、おおむね5,000万円ぐ

らいだったかと思います。 

○議長（植木弘行君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） 了解しました。ありがと

うございます。 

－128－ 



  5,000万円というとかなりの多いか少ないかち

ょっとあれなんですけれども、かなりの大金だな

ということで、それなりのお金が使われたわけで

ありますけれども、それでも最小限に観光客、入

り込み数を食いとめたというような感じでありま

す。 

  今後さらなる努力をぜひしていただいて、塩原

の観光地活性化に進んでいただきたいと、このよ

うにお願いするものであります。 

  それでは、次に移りたいと思います。 

  ２問目の塩原観光地活性化のためのもみじの植

樹についてお答えをいただきました中で、今後も、

現在までもずっと計画的にもみじの植栽をしてき

たということでございます。 

  しかし、塩原温泉の地域の方々、また個人的に

私が見る限りはなかなか相当努力をされていると

思うんですが、やはり塩原温泉といいますと、や

はりもみじというイメージが強いわけですが、ま

だまだ現状少ないのかなと、このように思うんで

す。そういったあれでは、なかなか県につきまし

ては、国道400号、また日塩もみじライン、これ

は公道、県道、国道、そういったやはり公の道で

ございますので、大沼公園と、そういったあれで

はもう少し行政の方でリーダーシップを発揮して

いただいて、もう少し馬力をかけていっていかれ

たらいいのかなと思いますので、塩原町にはハン

ターにゆりパークがございます。このゆりパーク

は、これは恐らく日本でも屈指のかなり大きい規

模のものだと思います。そういったあれでは、全

国から相当年間観光客が見えているわけですね。

あれがもしあの規模の３分の１か２分の１になっ

たらまた感じは全然違うと思うんです。そういっ

たあれでは、今の少々のそういった規模ではなか

なか観光客はびっくりというか、じゃ行ってみよ

うなんていう感じにはなかなか私はなんないんじ

ゃないかと思うんです。 

  そういったあれでは、塩原はやはり温泉とか滝

とかつり橋とかとありますが、やはり秋の紅葉、

もみじですね。これを先ほど今回の1200年祭にお

いては、5,000万円の金が使われたということな

んですが、もう少しこのもみじについて思い切っ

た施策というか対策というか、その辺をもっと力

を入れて将来的にはやはり５年、10年、15年かか

るかもわかりませんが、やはり思い切って力を入

れていただいて名実ともに塩原といったら日本で

も屈指のもみじの塩原温泉だと、こう言われるよ

うにぜひともなっていくならば、私は地元の旅館、

ホテル等、または観光地でご商売なさっている

方々もやはり将来に向かって希望を持って頑張れ

るんではないかなと思うんです。 

  ですから、現在までも多くの方々によって努力

はされてきたということで、私も今認識を新たに

したわけでございますが、これでできましたらも

う少し思い切った、今までどおり努力を重ねてい

く、さらに、そこにできましたら本当に名実とも

に日本一を目指すんだと、そういう意気込みでい

った場合には必ず将来大変な観光客を寄せて、本

当に年に一度は塩原に行ってみたいと、そういう

客が後を絶たないと私は思うんですが、この辺に

ついて市長さんにどのようなお考えというか、お

書きになっていられるかお願いをしたいと思いま

す。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 私の方から答弁

させていただきたいと思います。 

  毎年200本ずつ植えられているということで、

これはボランティアで皆さん出ていただいている

ということで、市からの補助金は100万円という

ことで、皆さんの会費等の中で合計いたしますと

200万円以上の予算でこの植栽を行っております。 
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  これらにつきましても、確かに地味だというこ

とでもっと大きくというご意見もわかるんでござ

いますが、これらの団体と相談しながら、さらに

は緑化推進とか、それらのお金も使えるかどうか

検討しながら、さらにたくさんのもみじを植栽で

きるように協議をしていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） 今後さらにまた努力をし

ていただけるということでございますが、ぜひと

もできましたら日本一を目指すぐらいの気持ちで

ぜひ頑張っていただきたいと、よろしくお願いを

したいと思います。 

  それでは、次３点目に移りたいと思います。 

  多重債務対策についてお答えをいただきました。

これは大きな社会問題であるということ、先ほど

述べさせてもらいましたが、これは本市にとって

もなかなか見えない部分でございますので、なか

なかそういった、先ほどもお話ございましたが、

自殺とか自殺未遂とか、そういったものはとって

いないということなんですが、私は相当な方がい

ろいろな問題で苦しんで、またそれに近い家庭崩

壊といろいろなものにぶつかっているのかなと、

なかなか私的なことですから表には出ないのかな

と思いますが、しかし政府も2009年度からさらに

力を入れるということでございますから、これは

相当大きな社会問題というか、これは行政として

もやはり今後相当力を入れていくべき課題ではな

いかなと、このようにも思っているわけでござい

ます。 

  この多重債務については、新聞等によりますと

いろいろな話がございますが、年間日本全国にお

いては３万人以上の方が自殺をされているという

ことが報道されております。その中には、やはり

40代、50代、本当に働き盛りの方も相当含まれて

いる。これはそういった方の中には、この多重債

務等によって相当問題によってそういう方向に行

ってしまっている方もいるんではないかなと、こ

のように思います。 

  そういったあれでは、今後この点については、

行政としてもやはり相当力を入れていきたいと、

このように思うわけでありますが、特に私は議員

という立場でいろいろな相談を受けることがあり

ます。そのときには、１例を言いますと、多重債

務によってどうにもならなくなってしまって、本

来ならば最終手段としては自己破産ということが

あるわけでありますが、しかし追い詰められた方

にとってはなかなかそこまで持っていけないと、

そんな余裕も何もない、もうそのまま逃げてしま

うとか、そういう例も数多くあるわけですね。そ

ういったあれでは、何かその辺について本市とし

て何か最大限このぐらいだったら何か救済方法が

できるかなと、この辺のお考えがあればちょっと

お伺いをしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 現在やっている以

上のことをという要望的な話もあろうかと思いま

すけれども、行政というのは市民の個人的な生活

にどこまで立ち入ったり、援助をしたりという線

がなかなか難しいことでありますけれども、やは

り広報活動、相談窓口の充実といった分野で貢献

していくと。実際に借りる人にそんなに借りちゃ

だめだよと直接的にはなかなか個人生活に行政が

立ち入っていくことはできませんので、一般的な

広報活動が限界なのかなというふうに思っていま

す。 

  現在も、先ほど答弁いたしましたように、127

件というのは私自身も非常に多いなという感じは

受けました。 

  ですから、ますます今度は利息制限法とかそう
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いう法律関係が改正されまして、多重債務に至っ

ている人は高金利のものを借りて、非常にひどい

目にあっている。そういう面では、法律改正もか

なり有効に働くのかなというふうに思っています。 

  それらの法律の内容についてもお知らせをして

いけば、今実際に借りている人は、これは自分の

は違法な状態の中でお金を返しているのかもしれ

ないということで、相談に見えて127件という数

字にふえてきたんだというふうに思われますけれ

ども、そういうふうな形で啓発活動を中心に進め

させていただきたいと、そして相談体制では十分

に専門家と連携をして適切な解決に向けて助言を

していきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） ありがとうございます。 

  現在ではそれが目いっぱいだというようなお話

でありますが、これ多重債務者の中には本当にか

なり追い込まれちゃっている方というのは、要す

るに表に出ない方、実際には数がもっと多いのか

なと思うわけであります。 

  そこで、私ひとつ提言なんですが、本当に追い

込まれて最悪の事態を逃れるというか、それを避

けるために、もしできましたら今後研究というか、

検討というか、していただければと思うんですが、

やはり自己破産の費用には弁護士の費用が数十万

円ぐらいかかるわけですね。そういったあれでは

全部が全部というわけにはいかないと思いますが、

人によってはいろいろな保証人とかいろいろな面

で本当に思ってもいないような、そういう状況に

追い込まれちゃっている方も中にはいると思うん

ですね。 

  ですから、そういった方々に対しては、何らか

の方法を、これ国・県いろいろあるかと思います

が、市においてもできれば自己破産の費用、この

辺も何らかの形で支援ができたら、そういった悲

惨なことも減ることにもなるし、救済もできるの

かなと、このように思うんですけれども、この辺

についてはどのようにお考えかちょっとお伺いし

たいと思います。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） なかなかそこまで

行政が支援をしていくことでいいのかなというふ

うな、今そんなふうに思ったわけなんですが、ご

提案でございますから勉強させていただきたいと

思いますけれども、なかなか難しい問題だという

ことだけは申し上げておきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） 大変ありがとうございま

す。 

  個人的なことでございますから、今、部長が言

われたように、なかなかこれは難しいなという、

私もそういう同感の部分も多いわけでございます

が、いずれにしても今後そういった方が多い、ふ

えつつあると。国の方の金利のことも下がってい

く。国は国として対策を講じているということも

ありますが、できましたら、その辺も考えの中に

入れていただいて、相当市民の中にもそういった

問題で困っている方がいるということで、今後も

ぜひとも何らかの方法でもう一歩何か支援策がで

きればと、このように思いますので、今後ともぜ

ひ前向きにいろいろな角度から検討していただけ

ればと、このように思っております。 

  以上で、私の市政一般質問を終わりにしたいと

思います。ありがとうございます。 

○議長（植木弘行君） 以上で、８番、東泉富士夫

君の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎散会の宣告 

○議長（植木弘行君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時４５分 

－132－ 


	0613T41那須塩原市Ｈ19年6月定■4号＼議名.doc
	0613T42那須塩原市H19年6月定■4号＼本文.doc

